
 

 

 

 

第 3 期伊勢市生活排水対策推進計画の策定について 

 

１．目的 

伊勢市は生活排水対策を推進することが特に必要な地域として、平成 3 年に生活排水対

策重点地域に指定されており、生活排水処理施設の整備、生活排水に関する啓発について

計画的に推進することを目的に、伊勢市生活排水対策推進計画を策定し、市民、事業者、

行政が連携・協力し取組を進めている。 

その結果、本市における生活排水を適切に処理できる人口である「汚水衛生処理人口」

は令和 5年度末に総人口の 81.6％となり、近年は水質の改善傾向が見られるとともに、水

質目標を達成している。 

しかしながら、依然として総人口の 18.4％は単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用して

いることから、家庭からの生活排水による河川等の水質汚濁が見られ、これらの適切な処

理を進めることが今後も必要となっている。 

この度、現行の第 2 期計画の最終年度を迎え、引き続き生活排水処理施設を取り巻く諸

情勢の変化に的確に対応した施設整備等の取組を進めるため、「第 3 期伊勢市生活排水対策

推進計画」の策定を行うものである。 

 

２．計画の内容 

　第 1 章　はじめに 

　　第 2 章　生活排水の現状と課題 

　　第 3 章　生活排水処理に係る理念、基本方針等 

　　第 4 章　生活排水処理基本計画 

　　第 5 章　し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

　　第 6 章　啓発等 

 

３．計画期間 

令和 8年度～令和 17 年度（10年間） 

 

４．パブリックコメントの実施 

（１）実施予定期間　 

令和 7年 6 月 16 日（月）～令和 7 年 7 月 16 日（水） 

 

（２）予定縦覧場所　19 箇所 

伊勢市役所（本館 1 階、2 階総務課、2 階環境課）、各総合支所生活福祉課、各支所、伊

勢図書館、小俣図書館、生涯学習センターいせトピア、二見生涯学習センター 

 

５．今後の予定 

　　令和 7年 6 月～7 月　パブリックコメントの実施 

　　令和 7年 8 月　　 教育民生委員協議会にて最終案を報告

教育民生委員協議会資料１－１ 
令和７年５月 29日 
担当：環境生活部環境課
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第１ 章　 はじ めに　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

 

１ 　 計画策定の背景 

伊勢市（ 以下「 本市」 と いう 。） を流れる 河川は、 日本でも 有数の水質を誇る 清浄な河川と 、

市街地の生活排水が流れ込む河川があり 、 社会的にも その保全や浄化対策の必要性が深く 認

識さ れている 。  

 

特に勢田川については、 著し い汚濁の状況によ り 、 生活排水対策を推進する こ と が必要な

地域と し て、 平成 3 年に水質汚濁防止法に基づく 生活排水対策重点地域に指定さ れている 。

ま た、 こ れま で三重県が公表し ている 「 公共用水域及び地下水の水質調査結果」 においては、

県内で最も 「 河川の汚れの目立つ水域」 と なる こ と が度々あった。 こ のよ う な状況の中、 本

市では生活排水対策推進計画を策定し 、 公共下水道の整備や合併処理浄化槽の設置促進、 河

川の美化活動など 、 市民、 事業者、 行政が連携・ 協力し 、 さ ま ざま な水環境改善の取組が講

じ ら れている と こ ろである 。  

その結果、 本市における 生活排水を適切に処理でき る 人口である 「 汚水衛生処理人口」 は

令和 5 年度末に総人口の 81. 6％と なり 、 近年は水質の改善傾向が見ら れる と と も に、 水質目

標を達成し ている 。  

し かし ながら 、 依然と し て総人口の 18. 4％は単独処理浄化槽や汲み取り 便槽を使用し てい

る こ と から 、 家庭から の生活排水によ る 河川等の水質汚濁が見ら れ、 こ れら の適切な処理を

進める こ と が今後も 必要と なっている 。  

 

こ のよ う な中、 現行の第 2 期伊勢市生活排水対策推進計画（ 以下「 第 2 期計画」 と いう 。）

が目標年次を迎え、 引き 続き 生活排水処理施設を取り 巻く 諸情勢の変化に的確に対応し た施

設整備等の取組を進める ため、「 き れいな川を次代へ引き 継ぐ 」 理念の下、 新たに第 3 期伊勢

市生活排水対策推進計画（ 以下「 本計画」 と いう 。） を策定する こ と と する 。  
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２ 　 計画策定の目的と 位置付け 

本計画は、 生活排水処理施設の整備、 生活排水対策にかかる 啓発等について、 計画的、 総合的に

推進する こ と を目的と し て、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 6 条及び水質汚濁防止法第 14

条の 9 に基づき 策定する も のである 。  

 

【 図 1-2-1　 伊勢市生活排水対策推進計画と 関連計画等】  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 　 市の状況 

本市は、 三重県の中東部に位置し 、 北は伊勢湾に面し 、 東は鳥羽市及び志摩市、 南は度会郡南伊

勢町、 西は度会郡度会町及び玉城町なら びに多気郡明和町に接する（ 伊勢市役所本庁の経緯度： 東

経 136 度 42 分、 北緯 34 度 29 分）。 過去 10 年間における 年間降水量は 1, 600mm～2, 300mm 程度、

平均気温は 15 度～17 度程度と 温和な気候風土である 。 伊勢志摩国立公園の玄関口に当り 、 市内

面積（ 208. 37 ㎢） の約 4 分の 1 を占める 神宮林を始め、 豊かな森林、 清浄な水、 清涼な空気など

自然環境に恵ま れている 。  

ま た、 本市は「 お伊勢さ ん」 と 親し みを込めて呼ばれる 神宮のある ま ちと し て広く 知ら れる 。 20

年ごと に執り 行われる 神宮式年遷宮、 令和元年の改元の際には注目を 集め、 全国各地から 多く の

方々が訪れている 。  

かつては、 人や文化の交流が盛んで、 産業も 大いに活性化し た。 ま た、 世古と 呼ばれる 伊勢独自

の小路や商家、 蔵、 切妻・ 妻入の木造住宅など歴史的ま ちなみや建造物が数多く 残っている 。  

人口は昭和 63 年にピーク（ 合併前市町村の合計 138, 892 人） と なり 、 その後、 減少し 令和 6 年

3 月末時点の人口は 119, 706 人である 。 また令和 17 年には 104, 428 人になる と 予測さ れる 。（ 三

重県「 流域別下水道整備総合計画」 よ り 。）  

 

【 伊勢市】

第 3 次伊勢市総合計画

水質汚濁防止法

【 国】

廃棄物の処理及び清掃に関
する 法律

【 三重県】

伊
勢
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
全
体
構
想

第 3 期伊勢市環境基本計画

[ 一般廃棄物処理計画]

伊勢市ごみ処理基本計画

第 3 期伊勢市生活排水対策推進計画 三重県生活排水アク ショ ン  
プロ グラ ム

伊勢市公共下水道事業計画

宮川流域下水道事業計画

伊勢市合理化事業計画
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４ 　 主要な河川の状況等 

（ １ ） 概要 

市内を流れる 主な河川と し ては、 1 級河川である 宮川、 五十鈴川、 勢田川、 2 級河川の外城田

川が代表さ れる 。  

宮川は日出ヶ 岳を源に大杉渓谷を経て、諸支川を合わせて伊勢平野に出て、河口付近で大湊川

を分派し 伊勢湾に達する 県下最大の河川で、 日本でも 有数の水質を誇る 。  

宮川の支川の五十鈴川は八祢宜山を源に皇大神宮（ 内宮） を経て河口付近で勢田川及び大湊川

と 合流し て伊勢湾に達し 、 神宮林から 流れる 清流と し て水質は良好に保たれている 。  

宮川の支川の勢田川は鼓ヶ 岳を源に本市の市街地の中心部を南北に貫流し て五十鈴川河口に

達し 、 地盤が低く 、 多く の生活排水が流入する 。  

外城田川は多気町から 発し 宮川に平行し て、 伊勢湾に注ぐ 。  

市内の水源地については全て宮川水系である 。 宮川左岸に 3 カ所、 五十鈴川右岸に 1 カ所、 横

輪川左岸に 1 カ所の計 5 カ所を有し ている 。  

 

 【 表 1-4-1　 主要河川の面積等】  

 水域名 河川名 等級
流域面積
（ ㎢）

流路延長
（ km） 利水状況など

 

1 宮川

1 宮川 1 920. 0 90. 7
農業用水、内水面漁業権
( 宮川漁協)

 2 横輪川 1 35. 6 10. 6 農業用水

 3 大湊川 1 1. 1 1. 7

 

2 五十鈴川

1 五十鈴川本川 1 68. 8 21. 5 農業用水

 2 朝熊川 1 13. 1 7. 6

 3 五十鈴川派川 1 9. 0 4. 4

 4 松下川 1 1. 7 1. 8

 
3 勢田川

1 勢田川本川 1 16. 9 6. 9

 2 朝川 1 3. 1  4. 6

 4 外城田川 1 外城田川 2 51. 7 7. 7
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（ ２ ） 環境基準指定類型と 達成状況 

生活環境の保全に関する 河川の環境基準は、 水素イ オン濃度（ 以下、「 pH」 と いう ）、 生物化学

的酸素要求量（ 以下、「 BOD」 と いう ）、 浮遊物質等（ 以下、「 SS」 と いう ）、 溶存酸素量（ 以下、

「 DO」 と いう ）、 大腸菌数（ 令和 3 年度ま で大腸菌群数） の 5 項目について基準値が定めら れ AA

～E類型の 6 段階に区分さ れている 。 市内を流れる 河川については、 表 1-4-3 のと おり 設定さ れ

ている 。  

 【 表 1-4-3　 基準地点における 環境基準指定類型】  

資料　 三重県水質汚濁に係る 環境基準の水質類型の指定一覧表　 ※基準地点は図 1-4-2 を参照

 
河川名（ 基準地点） 類型

指定年月日 
（ 見直し 年月日）

環境基準達成状況 
( 令和 5 年度)

 
宮川( 度会橋) AA類型( BOD: 1. 0mg/L 以下)

S48. 3. 23 
( H10. 3. 31) 達成

 五十鈴川( 宇治橋) AA類型( BOD: 1. 0mg/L 以下) S49. 5. 10 達成

 五十鈴川( 堀割橋) A類型( BOD: 2. 0mg/L以下) S49. 5. 10 達成

 外城田川( 大野橋) B類型( BOD: 3. 0mg/L以下) S48. 3. 23 達成

 外城田川( 野依橋) C類型( BOD: 5. 0mg/L以下) S48. 3. 23 達成

 勢田川( 勢田大橋) C類型( BOD: 5. 0mg/L以下) S48. 3. 23 達成

勢田川

朝熊川
宮川

朝川

島路川

横輪川

汁谷川

伊勢湾

江川

大湊川

大堀川

外城田川

松下川
五十鈴川 
派川

五十鈴川

【 図 1-4-2 市内河川等と 環境基準水質調査地点】

野依橋

大野橋 勢田大橋

度会橋

堀割橋

宇治橋

地図： 2017 三重県共有デジタ ル地図 
（ 三重県市町総合事務組合） 　
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（ ３ ） 近年の水質 

近年の宮川、五十鈴川の水質については環境基準値以内で推移し 良好な状態を保っている 。勢

田川、 外城田川については、 流域の汚水処理施設整備などの取組みが進めら れており 、 概ね環境

基準値以内で推移し ている 。  

勢田川の水質については代表的な汚濁指標である BODが改善傾向にあり 、 平成 30 年度から は

環境基準値（ 5. 0 ㎎/L 以下） を下回っている 。 河川水質は改善傾向にある も のの、 流域に総人口

の約 35％（ 令和 6 年 3 月末現在） の人口が生活する ため、 生活排水などの影響を受けている と

考えら れる こ と から 、 引き 続き 水質の現況を把握し ていく 必要がある 。  

 

 

  
【 河川における 環境基準】  

環境基準は、「 維持さ れる こ と が望ま し い基準」 であり 、 人の健康等を維持する ための最
低限度と し てではなく 、 よ り 積極的に維持さ れる こ と が望ま し い値と し て設定する 行政上の
目標である 。 環境基本法に基づき 基準が定めら れている 。  

水質汚濁に係る 環境基準はBOD等の生活環境に関する 基準に基づき 、河川の場合は6つの類
型に分けら れる 。 AAが最も き れいで、 次いでA、 B、 C、 D、 Eの順と なる 。  
 
【 BOD】  

水中の汚濁物質を微生物が分解する と き に消費さ れる 酸素の量で、 値が大き いほど 汚れて
いる こ と を示す。  
　 　 　 BOD　 1mg/L 以下： 人為的汚染のない河川 
　 　 　 BOD　 2mg/L 以下： イ ワ ナやヤマメ 等の清流に棲む魚が生息 
　 　 　 BOD　 3mg/L 以下： アユ等の魚が生息 
　 　 　 BOD　 5mg/L 以下： コ イ 等の汚染に強い魚が生息 

 【 表 1-4-4　 宮川の水質（ 度会橋）】 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

資料　 水文水質データ ベース （ 国土交通省） よ り 作成

 項目( 単位) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 pH 7. 6 7. 3 7. 4 7. 4 7. 3 7. 2 7. 3

 BOD( mg/L) 0. 6 <0. 5 <0. 5 <0. 5 1. 0 <0. 5 <0. 5

 SS( mg/L) 3. 3 2. 3 1. 1 1. 8 1. 2 1. 0 1. 2

 DO( mg/L) 10. 2 9. 6 9. 4 10. 2 9. 8 9. 9 9. 8

 大腸菌群数 
MPN/100mL

983 366 162 882 797 ― ―

 大腸菌数 
CFU/100mL

― ― ― ― ― 35 61

 
  

 宮川（ 度会橋） 五十鈴川（ 掘割橋）



6 

 

 

 

 

 

 【 表 1-4-5　 五十鈴川の水質（ 宇治橋）】 　 　 　 　 　 　  

資料　 三重県提供データ よ り 作成

 項目( 単位) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 pH 7. 7 7. 7 7. 7 7. 8 7. 5 7. 7 7. 4

 BOD( mg/L) 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 6

 SS( mg/L) 1. 1 1. 3 <1. 0 1. 0 <1. 0 1. 0 <1. 0

 DO( mg/L) 10. 1 10. 2 10. 2 10. 2 10. 4 10. 4 11. 2

 大腸菌群数 
MPN/100mL

2, 834 3, 730 2, 788 3, 772 7, 431 ― ―

 大腸菌数 
CFU/100mL

― ― ― ― ― 110 98

 【 表 1-4-6　 五十鈴川の水質（ 堀割橋）】 　 　 　  

資料　 三重県提供データ よ り 作成

 項目( 単位) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 pH 7. 5 7. 6 7. 6 7. 7 7. 4 7. 5 7. 4

 BOD( mg/L) 0. 7 1. 0 1. 3 1. 2 0. 9 1. 5 1. 5

 SS( mg/L) 2. 8 6. 2 2. 6 2. 8 4. 1 2. 6 2. 0

 DO( mg/L) 8. 8 9. 5 9. 1 9. 5 8. 9 8. 8 10. 1

 大腸菌群数 
MPN/100mL

6, 803 9, 334 7, 516 10, 023 7, 181 ― ―

 大腸菌数 
CFU/100mL

― ― ― ― ― 160 110

 【 表 1-4-7　 外城田川の水質（ 大野橋）】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

資料　 三重県提供データ よ り 作成

 項目( 単位) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 pH 7. 5 7. 5 7. 6 7. 7 7. 3 7. 7 7. 5

 BOD( mg/L) 2. 2 2. 4 2. 9 2. 9 1. 9 2. 5 2. 2

 SS( mg/L) 7. 8 13. 2 15. 6 5. 9 8. 2 6. 7 3. 0

 DO( mg/L) 10. 0 9. 5 9. 2 10. 0 10. 0 10. 1 11. 4

 大腸菌群数 
MPN/100mL

34, 052 43, 875 44, 600 48, 500 29, 130 ― ―

 大腸菌数 
CFU/100mL

― ― ― ― ― 410 210
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 【 表 1-4-8　 外城田川の水質（ 野依橋）】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

資料　 三重県提供データ よ り 作成

 項目( 単位) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 pH 7. 5 7. 5 7. 6 7. 5 7. 3 7. 4 7. 4

 BOD( mg/L) 1. 7 2. 0 1. 8 1. 7 1. 7 1. 9 3. 7

 SS( mg/L) 9. 1 10. 8 10. 5 10. 0 9. 5 7. 4 5. 4

 DO( mg/L) 9. 8 9. 7 9. 4 9. 8 10. 1 9. 9 10. 8

 【 表 1-4-9　 勢田川の水質（ 勢田大橋）】 　  

資料　 水文水質データ ベース （ 国土交通省） よ り 作成

 項目( 単位) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 pH 7. 6 7. 7 7. 7 7. 6 7. 6 7. 5 7. 6

 BOD( mg/L) 5. 4 3. 9 4. 9 4. 6 2. 0 1. 9 2. 7

 SS( mg/L) 5. 3 6. 5 6. 0 6. 4 6. 3 3. 6 3. 5

 DO( mg/L) 8. 4 8. 4 7. 7 8. 4 8. 2 6. 5 7. 3

 
  

 外城田川（ 野依橋） 勢田川（ 勢田大橋）

 ①　 宮川から の導水によ る 勢田川の浄化

 
 

宮川は、 水質が非常に良好な河川であり 、 ま た、 勢田川よ り も 標高が高い位置にあり ま す。  

こ のこ と から 、 宮川の水を幹線排水路などを通し て導水し 、 中心市街地の生活排水の受け皿

と なっている 勢田川の水質浄化を図っていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮川・ 勢田川の標高差  
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【 汚水処理人口普及率と は】  

下水道のほか、 農業集落排水施設、 コ ミ ュ ニティ ・ プラ ント （ 地域し 尿処理施設） を利用でき る

人口に合併処理浄化槽を 利用し ている 人口を加えた値を、 総人口で除し たも ので、 生活排水処理施

設の普及状況の指標であり 、 その算式は次のと おり である 。  
 
汚水処理人口普及率（ ％） = ( 下水道処理人口＋農業集落排水等処理人口＋ｺﾐｭﾆﾃｨ・ ﾌ゚ ﾗﾝﾄ 

処理人口＋合併処理浄化槽人口) ÷住民基本台帳人口×100 
 

本市における 汚水処理人口は、 農業集落排水施設、 コ ミ ュ ニティ ・ プラ ント がないため、 公共下 

水道を利用でき る 人口及び合併処理浄化槽人口のみで構成さ れる 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 参考： 環境省 HP）

第２ 章  生活排水の現状と 課題　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

 

１ 　 生活排水処理施設の処理主体 

本市における 生活排水処理施設の処理主体は、 表 2-1-1 のと おり である 。  

生活排水処理施設で処理する 排水の種類は生活排水と 生活雑排水に区分さ れる 。 生活排水と は、

家庭等から 排出さ れる し 尿及びト イ レ 、 台所、 風呂、 洗濯などの排水のこ と である 。 生活雑排水と

は生活排水のう ちし 尿を除いたも のである 。  
 
【 表 2-1-1 生活排水処理施設の処理主体】  

 

 

２ 　 生活排水処理施設の整備概況 

本市の公共下水道は、 平成 4 年に二見町区域から 一部供用開始さ れ、 その後、 平成 10 年に小俣

町区域、 平成 11 年に旧伊勢市区域、 平成 18 年に御薗町区域が供用さ れ現在に至る 。 整備状況と し

ては、 三重県の内宮幹線の延伸に併せ、 事業計画区域の整備を進めている 。  

浄化槽については、 浄化槽法の改正によ り 平成 13 年から 単独処理浄化槽が設置でき なく なった

が、 既設の単独処理浄化槽、 汲み取り 便槽が現在も 相当数存在し ている こ と から 、 合併処理浄化槽

への転換を促進する ため、個人が設置する 浄化槽の設置費用に対する 補助制度によ り 推進し ている 。

生活排水処理施設整備状況を汚水処理人口と し て表 2-2-1 に示す。  

 

 処理施設の種類 対象と なる 生活排水の種類 処理主体

 ( 1) 公共下水道終末処理場 し 尿及び生活雑排水 三重県、 伊勢市

 ( 2) 合併処理浄化槽 し 尿及び生活雑排水 個人等

 ( 3) 単独処理浄化槽 し 尿 個人等

 ( 4) し 尿処理施設 し 尿及び浄化槽汚泥 伊勢広域環境組合

 【 表 2-2-1　 汚水処理人口の推移】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 単位： 人)  

 区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 総人口 127, 064 126, 060 125, 043 123, 853 122, 580 121, 222 119, 706

 汚水処理人口 94, 451 96, 758 97, 631 98, 463 99, 780 105, 117 104, 639

 汚水処理人口普及率 74. 3% 76. 8% 78. 1% 79. 5% 81. 4% 86. 7% 87. 4%
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３ 　 生活排水の排出状況 

本市の生活排水は公共下水道ま たは合併処理浄化槽で処理し ている 。排出状況を汚水衛生処理人

口と し て表 2-3-1 に示す。 令和 5 年度末において総人口 119, 706 人のう ち、 97, 626 人については、

公共下水道ま たは合併処理浄化槽で処理さ れている 。総人口に占める 割合である 汚水衛生処理人口

普及率は 81. 6％である 。  

一方で、 単独処理浄化槽が 16, 724 人、 汲み取り 便槽が 5, 356 人であり 、 それら の生活雑排水は

未処理のま ま 河川等に流れ込んでいる 。  

 

 【 表 2-3-1　 汚水衛生処理人口等の推移】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 単位： 人)  

 区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 総人口 127, 064 126, 060 125, 043 123, 853 122, 580 121, 222 119, 706

 汚水衛生処理人口 87, 851 90, 503 91, 048 90, 970 92, 227 97, 826 97, 626

 

　

公共下水道接続

済人口
54, 157 55, 268 56, 366 57, 846 59, 443 61, 134 61, 667

 合併処理浄化槽

人口
33, 694 35, 235 34, 682 33, 124 32, 784 36, 692 35, 959

 汚水衛生処理人口普

及率
69. 1% 71. 8% 72. 8% 73. 4% 75. 2% 80. 7% 81. 6%

 生活雑排水未処理人口

（ 単独処理浄化槽)  
 ( 汲み取り 便槽）

39, 213 35, 557 33, 995 32, 883 30, 353 23, 396
22, 080 

( 16, 724)  
( 5, 356)

  
【 生活排水処理形態別の施設数と は】   
■公共下水道…公共下水道本管と 居住する 建物の排水設備をつなぐ 公共汚水ま すの数 
■合併処理浄化槽…合併処理浄化槽の設置数及び共同汚水処理施設の本管と 建物の排水設備を つな  

ぐ 排水管の数 
■単独処理浄化槽…単独処理浄化槽の設置数 

■汲み取り 便槽…汲み取り 便槽の設置数

 【 表 2-3-2　 生活排水処理形態別の施設数と 汚水衛生処理人口（ R5 年度末時点）】  

  施設名 施設数 汚水衛生処理人口 総人口に占める 割合

 公共下水道 18, 026 口 61, 667 人 51. 5％

 合併処理浄化槽 9, 807 基 35, 959 人 30. 0％

 単独処理浄化槽 5, 769 基 16, 724 人 14. 0％

 汲み取り 便槽 2, 472 槽 5, 356 人 4. 5％

 合計 ― 119, 706 人 100. 0％

 【 汚水衛生処理率（ 汚水衛生処理人口普及率） と は】   
下水道のほか、 農業集落排水施設、 コ ミ ュ ニティ ・ プラ ント （ 地域し 尿処理施設）、 合併処理浄化

槽等によ り 、 汚水が衛生的に処理さ れている 人口の割合を表し たも ので、 その算式は次のと おり で

ある 。  
 

汚水衛生処理率（ ％） = ( 現在水洗便所設置済人口÷住民基本台帳人口) ×100　  
 

現在水洗便所設置済人口と は、 水洗便所を設置・ 使用し ている 人口であり 、 下水道等の整備済区

域であっても 下水道等には接続さ れていない人口、 生活雑排水を 処理し ない単独処理浄化槽を設置

し ている 人口は除かれる 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 参考： 環境省 HP）
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図 2-4-1　 市の総汚水量を 100 と し たと き  
の汚水の内訳 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

参考資料： 中南勢水域流域別下水道整備総合計画

【 図 2-3-3　 勢田川流域における 生活排水処理形態別の施設数と 汚水衛生処理人口（ R5 年度末時点） 】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
４ 　 汚水処理の状況 

市内で排出さ れる 汚水の汚濁原因について、 産業

系、 生活系（ 生活排水）、 その他に大別する こ と がで

き る 。  

市内で排出さ れる 総汚水量を 100 と する と 、 工場・

事業所等の産業系排水については全体の 22. 4％、 家

庭等から 排出さ れる 、 し 尿及びト イ レ 、 台所、 風呂、

洗濯などの生活排水が 77. 4％を占める 。  

産業系排水については、 水質汚濁防止法の規制に

よ り 、 処理さ れ汚濁負荷が削減さ れる 。 一方で生活

排水は多様な経路で公共用水域に達し ており 、 総汚

水量の 14. 3％は未処理のま ま 公共用水域に流れ込ん

でいる 。 生活排水処理施設整備が進んだこ と によ り 、

生活排水によ る 汚濁負荷は改善傾向にある 。  

 

 
施設名 施設数 汚水衛生処理人口

総人口（ 119, 706 人）

に占める 割合

 公共下水道 6, 364 口 22, 584 人 18. 9％

 合併処理浄化槽 2, 805 基 10, 647 人 8. 9％

 単独処理浄化槽 2, 593 基 7, 371 人 6. 1％

 汲み取り 便槽 983 槽 2, 004 人 1. 7％

 合計 ― 42, 606 人 35. 6％

公共下水道

合併浄化槽

共同汚水処理

単独浄化槽

汲取り

地図： 2020 三重県共有デジタ ル地図 
（ 三重県市町総合事務組合） 　

勢田川流域



11 

５ 　 生活排水対策における 課題への対応 

（ １ ） 生活排水の排出経路から 見える 課題 

家庭等から 排出さ れる 生活排水は、 多様な経路で公共用水域に達する 。 生活排水の中で、 し 尿

については浄化処理さ れる が、 生活雑排水については未処理のま ま 流さ れてし ま う こ と がある 。 

こ の未処理の生活雑排水をど のよ う に減ら すかが、 大き な課題と なっている 。  

 

　 【 図 2-5-1　 生活排水の排出経路】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考： 旧環境庁水質保全局　 生活雑排水対策推進指導指針　 　  

 

 

（ ２ ） 課題への対応 

生活排水対策には啓発普及活動等（ ソ フト 対策） と 施設整備（ ハード 対策） に大別さ れる 。 そ

れぞれの中で、 地域の実情等に応じ て適切な方策を組み合わせて推進し ていく 必要がある 。  

 

【 図 2-5-2　 生活排水対策の体系】  
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環境教育の推進
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合併処理浄化槽の設置促進

し

尿

生
活
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排
水
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【 表 2-5-3　 区域ごと の主な具体策】  

 
 

 

 

 区域 対策 具体策

 公
共
下
水
道
供
用
開
始
区
域

( 1) 下水道施設の維持管理 ・ 施設管理者によ る 下水道施設の適切な維持管理を図る 。

 

( 2) 公共下水道への接続促 
進

・ 広報いせ、 ホームページ等によ り 公共下水道接続の啓発 
を図る 。  

・ 未接続の住宅・ 事業所への戸別訪問やチラ シ配布によ る  
公共下水道接続の促進を図る 。  

・ 各種支援制度の活用をＰ Ｒ し 、 公共下水道接続の勧奨を  
行う 。（ 水洗便所等改造資金融資あっせん制度、水洗便所 
等改造資金助成制度）

 公
共
下
水
道
計
画
区
域

( 1) 公共下水道整備促進 ・ 計画的、 効率的な下水道整備を行う 。

 ( 2) 合併処理浄化槽の維持 
管理啓発

・ 浄化槽清掃業者などと 連携し 、 チラ シなどを用いて合併 
処理浄化槽の適正管理を啓発する 。

 ( 3) 家庭における 生活排水 
削減対策（ 暮ら し の工 
夫） の推進

・ 油汚れを流さ ないこ と や洗剤の適正使用など、 家庭でで 
き る 生活排水削減対策（ 暮ら し の工夫） の啓発などを行 
う 。

 公
共
下
水
道
計
画
区
域
外

( 1) 合併処理浄化槽の設置 
促進

・ 合併処理浄化槽の普及に向けて、 説明会・ 啓発の実施、  
設置に係る 補助金の活用によ り 設置を促進する 。

 ( 2) 合併処理浄化槽の維持 
管理啓発

・ 浄化槽清掃業者などと 連携し 、 チラ シなどを用いて合併 
処理浄化槽の適正管理を啓発する 。

 ( 3) 家庭における 生活排水 
削減対策（ 暮ら し の工 
夫） の推進

・ 油汚れを流さ ないこ と や洗剤の適正使用など、 家庭でで 
き る 生活排水削減対策（ 暮ら し の工夫） の啓発などを行 
う 。

 
  

 下水道管を埋める 様子 宮川浄化セン タ ー（ 大湊町）
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 ②　 今日から 実行でき る 生活排水対策

 
 

私たちが日常生活で使用する 水は、 台所、 浴室、 洗濯場などから 生活排水と し て排出さ れま

す。「 汚れた水をそのま ま 流さ ないこ と 」 を暮ら し の中で意識し 、 実行する こ と で大き な効果が

期待でき ま す。  

 

■暮ら し の中の主な対策 

 

 

 

 

 

■魚が棲める 水質にする には浴槽何杯分の水が必要？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 環境省 

 

台所

食事や飲み物は必要な分だけ作り 、 飲み物は飲み切れる 分だけ注ぐ 。

 食器を洗う 前に、 油汚れを拭き 取る 。

 水切り 袋と 三角コ ーナーを利用し て、 野菜の切り く ずなどの細かいごみをキ

ャ ッ チ。

 お風呂 シャ ンプー・ リ ンス は適量を守る 。

 洗濯 洗剤は計量ス プーンでし っかり 計る 。

 流すも の 量 水の量（ バス タ ブ 1 杯 300L で換算）

 使用済み天ぷら 油 20mL 20 杯

 牛乳 コ ッ プ 1 杯（ 200mL） 11 杯

 台所用洗剤 1 回分（ 4. 5mL） 0. 67 杯

 シャ ンプー 1 回分（ 4. 5mL） 0. 67 杯

き れいな水が、

たく さ ん必要に

なる んだね！
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第３ 章  生活排水処理に係る 理念、 基本方針等　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
 
１ 　 理念 

　 本市を流れる 河川は、日本でも 有数の水質を誇る 清浄な河川と 、都市化の進展や生活環境の変化

に伴い水質汚濁の影響を受けやすい河川があり 、社会的にも その保全や浄化対策の必要性が深く 認

識さ れている 。 き れいな川を次代へ引き 継ぐ ために、 水質の改善を図る こ と にと どま ら ず、 第 3 期

伊勢市環境基本計画の基本目標の一つである「 豊かな自然・ 多様な生物と 人が共生する 社会の形成」

を目指す。  
 
２ 　 目標年次 

本計画における 目標年次については、 計画策定時よ り 10 年後の令和 17 年度と する 。  

なお、 計画の進行管理を行う にあたり 、 5 年後の令和 12 年度に中間目標を設定し 、 施策の進捗

状況を確認する と と も に、必要に応じ て追加的な取組を検討する こ と で目標年次に向けて計画の推

進を図る も のと する 。  

ま た、 人口減少などの社会情勢に柔軟に対応し ていく 必要がある こ と 、汚水処理人口普及率及び

汚水衛生処理人口普及率の進展が見込ま れる こ と などから 、必要に応じ て計画の見直し を行う こ と

と する 。  
 

 

３ 　 河川ごと の目標水質等 

第 2 期計画の目標値を踏襲し 、河川において現在指定さ れている 環境基準類型や近年の水質状況、

生活排水処理施設の整備予定を考慮し 目標値を設定し た。既に目標水質を達成し ている 河川につい

ては、 引き 続き 保全に努める 。 なお、 外城田川（ 大野橋） の目標水質については、 上流部のほと ん

どが市域でないため設定し ないこ と と する 。  
 

【 表 3-3-1　 河川ごと の目標水質と 現在指定さ れている 環境基準類型】  

 
 
４ 　 基本方針 

本市における 生活排水対策は、水質汚濁を防止し 、生活環境の保全と 公衆衛生の向上を図る ため、

家庭や事業所等から 排出さ れる 全ての汚水が、 生活排水処理施設で浄化さ れる こ と を目指す。  

生活排水処理施設の整備については、 引き 続き 、 汚濁物質の除去が確実で最も 効果的な、 公共下

水道の整備ま たは合併処理浄化槽の設置を進め、将来の人口動態などを踏ま え、地域特性に合った、

経済的で効果的な手法を選定する 。 ま た、家庭ででき る 生活排水対策や環境学習など の普及啓発活

動に積極的に取り 組み、市民一人一人が行動する と と も に、行政と 一体と なって生活排水対策を推

進する 。  

 中間目標　 令和 12 年度 

目標年次　 令和 17 年度

 河川名( 基準地点) 目標水質 現在指定さ れている 環境基準類型

 宮川( 度会橋) BOD: 1. 0mg/L 以下 AA類型( BOD: 1. 0mg/L以下)

 五十鈴川( 宇治橋) BOD: 1. 0mg/L 以下 AA類型( BOD: 1. 0mg/L以下)

 五十鈴川( 堀割橋) BOD: 1. 0mg/L 以下 A類型( BOD: 2. 0mg/L以下)

 外城田川( 野依橋) BOD: 2. 0mg/L 以下 C類型( BOD: 5. 0mg/L以下)

 勢田川( 勢田大橋) BOD: 3. 0mg/L 以下 C類型( BOD: 5. 0mg/L以下)
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５ 　 生活排水処理目標 

本計画期間における 目標を次表のと おり と し 、各地域の実情に対応し た処理方式を採用し 目標達

成と と も に、 公共下水道の整備完了を目指す。  
 

■　 生活排水を処理する 人口の普及率 
 

【 表 3-5-1　 生活排水を処理する 人口の普及率】  

 
 
■　 生活排水を処理する 人口の内訳 
 

【 表 3-5-2　 生活排水を処理する 人口の内訳】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 単位： 人)  

 

■　 生活排水の処理形態別人口の内訳　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
【 表 3-5-3　 生活排水の処理形態別人口の内訳】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 単位： 人)  

 

 
区分

令和 5 年度 
（ 実績）

令和 12 年度 
（ 中間目標）

令和 17 年度 
（ 目標年次）

 汚水処理人口普及率（ 処理施設整備率） 87. 4％ 95. 4％ 98. 2％

 汚水衛生処理人口普及率（ 生活排水処理率） 81. 6％ 88. 5％ 93. 5％

 区分
令和 5 年度 
（ 実績）

令和 12 年度 
（ 中間目標）

令和 17 年度 
（ 目標年次）

 1　 行政区域内人口 119, 706 110, 846 104, 428

 2　 計画処理区域内人口 119, 706 110, 846 104, 428

 3　 水洗化・ 生活雑排水処理人口 97, 626 98, 099 97, 640

 区分
令和 5 年度 
（ 実績）

令和 12 年度 
（ 中間目標）

令和 17 年度 
（ 目標年次）

 1　 計画処理区域内人口 119, 706 110, 846 104, 428

 2　 水洗化・ 生活雑排水処理人口 97, 626 98, 099 97, 640

 ( 1) 　 コ ミ ュ ニティ ・ プラ ント 0 0 0

 ( 2) 　 合併処理浄化槽 35, 959 32, 251 30, 254

 ( 3) 　 公共下水道 61, 667 65, 848 67, 386

 ( 4) 　 農業集落排水施設 0 0 0

 3　 水洗化・ 生活雑排水未処理人口 
( 単独処理浄化槽)

16, 724 9, 655 5, 141

 4　 非水洗化人口（ 汲み取り 便槽等） 5, 356 3, 092 1, 647

 5　 計画処理区域外人口 0 0 0
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第４ 章  生活排水処理基本計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

 

１ 　 生活排水処理施設の整備と 対象区域の設定 

本市が公共下水道、 合併処理浄化槽を推進し ていく 地域については、 地域特性、 周辺環境、 水源

地の保全等から 各集落のコ ミ ュ ニティ 単位を最小単位と し て区域を定め、処理方法については経済

的要因、 社会的要因、 投資効果発現に至る 時間的要因、 地域環境保全効果などを考慮し 選定する 。 

① 経済的要因 

　 　 生活排水処理施設に必要な費用は建設費用及び管理費用の合計である 。 公共下水道は管

渠施設の整備、 維持管理が必要と なる が、 人口密集地域においては、 個別に処理する よ り

効果的である 。  

一方、 合併処理浄化槽は管渠が不要である こ と から 、 家屋数が少ない区域においては、

投資効果が高い。 それぞれの費用については、「 持続的な汚水処理シス テム構築に向けた都

道府県構想策定マニュ アル（ 平成 26 年 1 月 環境省、 国土交通省、 農林水産省）」 等の費用

関数を基に実績に応じ て算出する 。  

② 社会的要因 

　 　 アンケート 調査等で区域住民の意向を 把握し 、 検討区域ごと の人口の将来予測や将来の

土地利用についても 考慮し 選定する 。  

③ 投資効果発現に至る 時間的要因 

公共下水道は建設に長期間必要と なり 供用開始ま でに数年かかる 。 一方で合併処理浄化

槽は、 建築物の開始と 同時に機能が発揮さ れ、 設置に要する 期間は数週間程度である 。 生

活排水処理施設の選定においては、 生活排水対策の効果がいつの時点で期待でき る かにつ

いても 考慮する 。  

④ 地域環境保全効果 

　 　 　 　 生活排水処理施設によ る 水質レ ベルだけでなく 、河川等の水量確保等についても 考慮する 。 
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２ 　 生活排水処理施設整備計画の概要 

 

 

 施設名 計画処理区域
計画処理 

人口
整備予定年度

事業費 
（ 整備費）

 コ ミ ュ ニティ ・ プ

ラ ント
なし － － －

 
合併処理浄化槽

全域（ ただし 、 公共下

水道で整備する 区域を

除く 。）

3, 456 人 令和 8～令和 17 年度 262 百万円

 公共下水道 内宮第 3 処理分区 

内宮第 4 処理分区 

内宮第 5 処理分区 

内宮第 6 処理分区 

内宮第 7 処理分区 

内宮第 8 処理分区 

外宮第 7 処理分区 

外宮第 12 処理分区 

相合処理分区 

朝熊山麓処理分区

540 人 

1, 180 人 

2, 030 人 

70 人 

520 人 

1, 640 人 

2, 940 人 

160 人 

30 人 

0 人 

計 9, 110 人

令和 14～令和 16 年度 

令和 8～令和 13 年度 

令和 8～令和 13 年度 

令和 9～令和 10 年度 

令和 8～令和 9 年度 

令和 8～令和 16 年度 

令和 8～令和 17 年度 

令和 8～令和 17 年度 

令和 15 年度 

令和 13～令和 16 年度 

462 百万円 

1, 992 百万円 

3, 412 百万円 

325 百万円 

318 百万円 

2, 706 百万円 

2, 479 百万円 

1, 879 百万円 

81 百万円 

112 百万円 

計 13, 766 百万円

 農業集落排水施設 なし － － －

 し 尿処理施設 なし － － －
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３ 　 生活排水処理施設の整備区域図 
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４ 　 合併処理浄化槽設置の促進 
公共下水道供用済み区域及び大型浄化槽で共同処理をする 区域以外の区域において、合併処理浄

化槽の設置を促進する ため、個人が設置する 合併処理浄化槽の設置費用の一部を人槽に応じ て補助

し ている 。  
ま た、 伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく 「 公共下水道計画予定処理区域」 以外

の地域については、単独処理浄化槽及び汲み取り 便槽から 合併処理浄化槽への転換を一層促進する

ため、 配管費用、 単独処理浄化槽の撤去費用の補助を必要に応じ て上乗せし ている 。  
今後も 引き 続き 補助制度の活用を周知する など、 合併処理浄化槽の普及を推進する 。  

 
 
 

（ １ ） 補助の対象地域 

　 　 　 公共下水道供用済み区域及び大型浄化槽で共同処理をする 区域以外の区域 

（ ２ ） 補助対象の合併処理浄化槽 

　 　 法律で規定さ れた構造基準に適合し 、 専用住宅及び併用住宅（ 延べ床面積の 2 分の 1 以上

を住居の用に供する 建物） に設置さ れる も の。  

（ ３ ） 補助金額 

①公共下水道計画予定処理区域外に設置する 場合 
【 新築家屋に設置する 場合又は合併処理浄化槽から 転換する 場合】  

 
【 単独処理浄化槽から 転換する 場合】  

　 　 　  
【 汲み取り 便槽から 転換する 場合】  

 ※1　 11～50 人槽は高度処理型浄化槽( 窒素ま たはリ ン 除去型） に限る 。  
※2  単独処理浄化槽の撤去に対する 補助金を 受ける には、 既存の単独処理浄化槽を 掘り 起こ し て完全に撤去 

する 必要がある 。  
 

②公共下水道計画予定処理区域内に設置する 場合 
【 新築、 転換に関わら ず】  

 
 

 
 
 

 　  5 人槽 7 人槽  10～50 人槽　 ※1 

  補助金額  168, 000 円 207, 000 円 276, 000 円

 　 5 人槽 7 人槽  10～50 人槽　 ※1

 設置に対する 補助金額 332, 000 円 414, 000 円 548, 000 円

 既存単独処理浄化槽の撤去

に対する 補助金額  ※2
 90, 000 円

 
配管工事に対する 補助金額

 300, 000 円（ 住宅の建て替えなし ）  
  60, 000 円（ 住宅の建て替えあり ）

 　 5 人槽 7 人槽  10～50 人槽　 ※1

 設置に対する 補助金額 332, 000 円 414, 000 円 548, 000 円 

 配管工事に対する 補助金額  60, 000 円

 

 　  5 人槽 7 人槽 10 人槽

 補助金額  110, 000 円  138, 000 円 182, 000 円

【 伊勢市浄化槽設置整備事業補助金（ 令和 7 年 4 月 1 日現在）】

※　 地理的条件等によ り 公共下水道の整備が困難な区域に設置する と き は、 ①と し て取扱う 。
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５ 　 共同汚水処理施設の適正管理 
住民組織が管理運営し 、 適正に管理さ れている 団地等の共同汚水処理施設の修繕費について、対

象事業費の 3 分の 1 を上限に補助し ている 。  
ま た、 現行制度の効果検証を行い、 よ り 効果的な維持管理を促進する ため、 必要に応じ て補助制

度の見直し を行う 。  
 

【 伊勢市共同汚水処理施設修繕工事補助金（ 令和 7 年 4 月 1 日現在）】  

 
 

 

 ③　 合併処理浄化槽のこ んなと こ ろがすごい！
  

単独処理浄化槽ま たは汲み取り 便槽から 合併処理浄化槽に転換する メ リ ッ ト はたく さ んあり

ま す。し 尿以外の生活雑排水を処理せず流す単独処理浄化槽や汲み取り 便槽は、環境に対し て大

き な負荷を与える こ と になる ので、 補助金等を活用し 合併処理浄化槽への転換をお願いし ま す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 項目 内容

 補助対象者 本市の住民で組織さ れた団体

 
補助対象と なる 浄化槽

水質汚濁防止法に基づく 指定地区特定施設である 201 人槽以上

の住居用の浄化槽で設置後 7 年以上を経過し 、 適正に管理さ れ

ている も の

 
補助対象事業

ス ク リ ーン、 脱水機、 沈砂槽、 その他汚水の前処理に必要な設

備、 消毒設備、 その他汚水処理設備、 脱臭設備、 換気、 除じ ん

等に必要な設備等

 交付対象事業費の下限 30 万円以上

 補助限度額 300 万円

 補助割合 1/3

出典： 環境省

家庭から 出る 水の汚れを 、  
単独処理浄化槽の 8 分の 1 
に減ら すこ と ができ る

単独処理 
浄化槽 合併処理浄化槽

水洗ト イ レ で 
快適生活！

強化プラ ス チッ ク 性で、  
強度・ 耐久性も ばっ ちり ！

取り 付け工事が簡単！ 
すぐ に設置でき ま す

■合併処理浄化槽は災害にも 強い！ 
・ 分散処理のため長い管渠は不要であ り 、 地震等の災害への対応力が高い。 
・ 過去の震災においても 、 合併処理浄化槽の破損率は低い。  
・ 全損率が低いため、 応急措置によ り 個別に復旧し やすい。

１ ２

３ ４
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第５ 章  し 尿・ 浄化槽汚泥の処理計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
 

１ 　 現況 
本市のし 尿及び浄化槽汚泥は、全量を伊勢広域環境組合のし 尿処理施設である ク リ ーンセンタ ー

で処理し ている 。 こ の施設は平成 4 年 3 月に竣工の高負荷脱窒素+高度処理（ 砂ろ過+活性炭吸着）

によ る 270kL/日（ し 尿： 170kL/日、 浄化槽汚泥： 100kL/日） の施設である 。  
ク リ ーンセンタ ーで処理し た後、 し 尿・ 浄化槽汚泥の最終処分については、 その残渣を堆肥化ま

たは、 セメ ント 等の材料と し て再利用し ている 。 ま た、 本市のし 尿・ 浄化槽汚泥の収集・ 運搬につ

いては、 伊勢市合理化事業計画に基づく 処理区域ごと に許可業者が実施し ている 。  

 
２ 　 し 尿・ 浄化槽汚泥の処理見込み 

収集・ 運搬・ 最終処分については、 現在の処理体制で実施する も のと する 。 し 尿・ 浄化槽汚泥の

処理見込みは次のと おり と する 。   
 
【 表 5-2-1　 し 尿・ 浄化槽汚泥の処理見込み】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 単位： kL)  

( 端数処理のため合計と 内訳が合わない場合がある ) 　   
   

 

 ④　 浄化槽の維持管理
  

浄化槽は、 し 尿や生活雑排水をき れいにし 、 水環境の保全に大き な役割を果たし ていま す。  

し かし 、 微生物の働き を利用し ている ため、 適切な維持管理を行わないと 機能が低下し 、 水

質汚濁の原因と なり ま す。 そのため、 浄化槽管理者には、 清掃、 保守点検、 法定検査の維持管

理を行う こ と が法律で義務付けら れていま す。 大切な水環境を守る ために、 浄化槽の正し い維

持管理を実施し ま し ょ う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ラ ス ト ： 環境省  

 
区分

令和 5 年度 
（ 実績）

令和 12 年度 
（ 見込み）

令和 17 年度 
（ 見込み）

 し 尿 4, 620 2, 769 1, 567

 浄化槽汚泥 27, 298 21, 656 18, 726

 合計 31, 919 24, 425 20, 293

 【 表 5-1-1　 ク リ ーンセンタ ーにおける し 尿・ 浄化槽汚泥の処理状況（ 伊勢市分）】 ( 単位： kL)  

資料　 伊勢広域環境組合　 ( 端数処理のため合計と 内訳が合わない場合がある )  

 区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

 し 尿 7, 072 6, 308 5, 817 5, 331 5, 125 4, 860 4, 620

 浄化槽汚泥 32, 640 31, 367 31, 431 30, 916 30, 078 29, 363 27, 298

 合計 39, 712 37, 676 37, 248 36, 247 35, 203 34, 223 31, 919

詳細はこ ちら から  
☟ 

  
（ 伊勢市ホーム ページ）

検索伊勢市　 浄化槽維持管理
清掃 保守点検・ 法定検査
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第６ 章  啓発等　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
 
１ 　 住民に対する 広報・ 啓発活動など  

生活排水対策の必要性、 浄化槽管理の重要性等について住民に周知を図る ため、 定期的な広報・

啓発活動を実施する 。 特に、 台所での対策等、 家庭ででき る 対策について、 イ ベント 、 地域ごと の

集会や環境学習等を通じ て普及啓発を図る 。公共下水道については、供用開始後の早期接続の促進、

浄化槽については、 定期的な保守点検、 清掃及び定期検査の徹底について、 広報など を通じ てその

徹底に努める 。  
実施方法と し ては、 行政が行う こ と はも と よ り 、 市民、 事業所、 行政などの協働によ る 取り 組み

を推進する 。ま た、市民主体で構成さ れる 伊勢市環境会議をはじ め、事業者などと も 連携・ 協力し 、

自然環境や生活環境の保全・ 向上を目指すと と も に、情報共有やネッ ト ワ ーク 形成の場の構築を図

る 。  
計画の策定や見直し には市民の意向を把握する こ と が重要である ため、必要に応じ て生活排水に

関する アンケート 調査を行う 。  
 

【 実施事業】  
①各種イ ベント などでの啓発 

環境フェ アなど各種イ ベント での啓発ブース の出展、川や海の水質検査、水生生物によ る 水質

調査、 水辺の生き 物調査、 河川観察イ ベント 、 浄化センタ ーの施設見学などを実施する 。  
②講習会の実施 

家庭での発生源対策についての講習会、 料理く ずを出さ ないク ッ キング教室などを実施する 。 
③環境教育の推進 

小学 4 年生を対象にし た副読本の発行及び配布、 小・ 中学校への出前講座、 生物観察会など親

子参加型体験を通じ た啓発などを行う 。  
　 ④生活排水に関する アンケート 調査の実施 

水質汚濁や生活排水対策への関心及び生活排水処理方法等について広く お聞き し 、効果的な啓

発を行う 。  
⑤環境調査及び結果の公表など一般的な啓発活動 

環境基準点においては、国及び三重県が水質測定を実施し ている と こ ろである が、市において

も 測定し 、 河川の状態をよ り き め細かく 把握し 調査結果を公表する 。  
⑥その他の取組 

宮川のき れいな水を勢田川へ導水する 宮川導水事業や浚渫などを関係機関と 連携し 行う 。  
 

 

 ⑤　 勢田川環境マッ プブッ ク
  

伊勢市では、 令和 7 年度に「 勢田川環境マッ プブッ ク 」 を更新し ま す。 こ のマッ プブッ ク は、

勢田川のプロ フィ ールや川に棲む生き 物などを分かり やすく 解説し 、 紹介する も のです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細はこ ちら から  
☟ 

  
（ 伊勢市ホーム ページ）

検索勢田川環境マッ プブッ ク
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■用語集                                                  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
参考資料： 環境省、 国土交通省 HP 等 

【 河川における 環境基準】  
水質汚濁に係る 環境基準は生活環境に関する 基準（ pH、 BOD、 SS、 DO、 大腸菌数） に基づき 、

河川の場合は6つの類型に分けら れる 。 AAが最も き れいで、 次いでA、 B、 C、 D、 Eの順と なる 。 BOD

は75％値、 大腸菌数は90%値、 その他のpH、 SS、 DOについては、 平均値によ り 評価さ れる 。  

（ 注）  
1　 自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全 
2　 水道 1 級  　  ： ろ過等によ る 簡易な浄水操作を行う も の 

水道 2 級  　  ： 沈殿ろ過等によ る 通常の浄水操作を行う も の 
水道 3 級 　  ： 前処理等を伴う 高度の浄水操作を行う も の 

3  水産 1 級 ： ヤマメ 、イ ワ ナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の 
水産生物用 

水産 2 級  ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
水産 3 級 ： コ イ 、 フ ナ等、 β―中腐水性水域の水産生物用 

4  工業用水 1 級 ： 沈殿等によ る 通常の浄水操作を行う も の 
工業用水 2 級 ： 薬品注入等によ る 高度の浄水操作を行う も の 
工業用水 3 級 ： 特殊の浄水操作を行う も の 

5  環境保全 ： 国民の日常生活（ 沿岸の遊歩等を含む。） において不快感を生じ ない限度 
 

 
項目 利用目的の適応性

基準値

 pH BOD SS DO 大腸菌数

 
AA

水道1級 
自然環境保全及びＡ 以下の
欄に掲げる も の

6. 5以上 
8. 5以下

1㎎/L 
以下

25㎎/L 
以下

7. 5㎎/L 
以上

20CFU/ 
100mL以下

 

A

水道2級 
水産1級 
及びＢ 以下の欄に掲げる も
の

6. 5以上 
8. 5以下

2㎎/L 
以下

25㎎/L 
以下

7. 5㎎/L 
以上

300CFU/ 
100mL以下

 

B

水道3級 
水産2級 
及びＣ 以下の欄に掲げる も
の

6. 5以上 
8. 5以下

3㎎/L 
以下

25㎎/L 
以下

5㎎/L 
以上

1, 000CFU/ 
100mL 以下

 
C

水産3級 
工業用水1級及びＤ 以下の欄
に掲げる も の

6. 5以上 
8. 5以下

5㎎/L 
以下

50㎎/L 
以下

5㎎/L 
以上

―

 
D

工業用水2級 
農業用水及びＥ の欄に 掲げ
る も の

6. 0以上 
8. 5以下

8㎎/L 
以下

100㎎/L 
以下

2㎎/L 
以上

―

 
E

工業用水3級 
環境保全

6. 0以上 
8. 5以下

10㎎/L 
以下

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこ と

2㎎/L 
以上

―
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【 水系】  
水系と は、河川の上流部から 小さ な河川が合流し 、合流を繰り 返し ながら 徐々に海へ向かう に

し たがい、 大き な河川と なっていく 、 こ れら 一群の河川を合わせた単位。  

 
　  
【 水系名】  

同じ 流域内にある 本川、 支川、 派川およ びこ れら に関連する 湖沼を総称し て「 水系」 と いう 。

その名称は、 本川名をと って宮川水系などと いう 呼び方が用いら れる 。  
 
【 流域】  

流域と は、 雨や降雪がその河川に流入する 全地域（ 範囲） のこ と 。 集水区域と 呼ばれる こ と も

ある 。  
 
【 本川】  

本川と は、 流量、 長さ 、 流域の大き さ などが、 も っと も 重要と 考えら れる 、 ある いは最長の河

川をいう 。  
 

【 支川】  
支川と は、 本川に合流する 河川をいう 。 ま た、 本川の右岸側に合流する 支川を「 右支川」、 左

岸側に合流する 支川を「 左支川」 と 呼ぶ。 さ ら に、 本川に直接合流する 支川を「 一次支川」、 一

次支川に合流する 支川を「 二次支川」 と 、 次数を増やし て区別する 場合も ある 。  
 

【 派川】  
派川と は、 本川から 分かれて流れる 河川をいう 。  

 
【 pH（ 水素イ オン濃度）】  

pHと は、 水溶液中の水素イ オン濃度をあら わす数値。 pH＜7 の場合は酸性、 pH＝7 の場合は中

性、 pH＞7 の場合はアルカリ 性と なる 。  
 

【 BOD（ 生物化学的酸素要求量）】  
BODと は、 水中の汚濁物質を微生物が分解する と き に消費さ れる 酸素の量で、 値が大き いほど

汚れている こ と を示す。  
一般的に、渓流等の清水域に生息する イ ワ ナやヤマメ などは 2mg/L 以下、比較的汚濁に強いコ

イ やフ ナなどでは 5mg/L 以下が必要と さ れている 。  
 

【 SS（ 浮遊物質量）】  
SS と は、 水中に浮遊ま たは懸濁し ている 直径 2mm 以下の不溶解性の粒子物質のこ と で、 SS が

多い場合は水の濁り や太陽光線の透過を妨げたり 、魚類のえら を塞ぎ、窒息死さ せる 危険がある 。 
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【 DO（ 溶存酸素量）】  
DOと は、 水中に溶け込んでいる 酸素の量で、 河川等の自浄作用や水生生物にと っ ては不可欠

なも のである 。 一般的に、 魚介類が生存する ためには 3mg/L 以上、 好気性微生物が活発に活動す

る ためには 2mg/L 以上が必要と いわれており 、 それ以下では悪臭が発生する と いわれている 。  
 

【 大腸菌数】  
大腸菌数は、よ り 的確に水中のし 尿汚染を捉える こ と ができ る 指標と し て、大腸菌群数に代わ

っ て 令和 4 年度か ら 使わ れて い る 。 大腸菌数に 用い る 単位は CFU（ コ ロ ニ ー形成単位

（ Col onyFormi ngUni t ）） /100mL で表し 、 大腸菌数を 培地で培養し 、 発育し たコ ロ ニー数を数え

る こ と で算出する 。  
 
【 汚濁負荷量】  

水環境に流入する 陸域から 排出さ れる 有機物や窒素、リ ン等の汚濁物質量をいい、総量規制や

排水処理設備の設計の際に用いら れる 。一般的には、汚濁物質の時間ある いは日排出量で表わし 、

「 汚濁負荷量＝汚濁濃度×排水量」 で計算する 。工場や事業場などから の排水や排ガス について

は、 濃度によ る 規制が多いが、 たと え濃度が小さ く ても 、 排出量が大き ければ環境に与える 影響

は大き く なる ため、 通常環境への影響を推定する 場合は汚濁負荷量を用いる 。  
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伊勢やすらぎ公園墓所の管理運営について

１．基本的な方針

伊勢やすらぎ公園墓所の市への移管を進めるに当たり、墓所使用料や永代管理制度等

の管理運営に関する事項については、約 7,800 区画のうち約 6,400 区画が販売済みであ

ることを踏まえ、既に使用されている方との公平性の確保、墓所の安定経営の観点から、

現行の管理規則を基本に検討を進めます。

２．引継ぎ時期

令和８年１月１日（予定）

３．管理運営方法（諸手続の内容及び受付窓口）

現在の利便性を確保するとともに既存の市営墓地における諸手続と整合を図ること

を原則とし、以下のように進めます。

（１）申請・届出事務処理

墓地新規使用、名義変更、埋葬・改葬の申請受付や墓所返還、墓石への字彫り届等

は、現行のとおりやすらぎ公園管理事務所（以下、管理事務所という）に職員を配置

し、事務処理を行います。更に本庁でも受付可能とします。

（２）収納事務処理

現行のとおり管理事務所で行います。更に本庁でも収納事務処理を可能とします。

また、金融機関への振込手数料が不要となることやコンビニエンスストア、スマート

フォンでの納付も可能となります。

（３）管理事務所の開館日及び開館時間

現行のとおりとします。

開 館 日：平日（月曜日から金曜日）

※国民の祝日・休日及び 12月 29 日から翌年１月３日は除く。

開館時間：午前８時 30 分から午後４時 45 分まで

（４）永代管理

年３回の各墓所区画の清掃及び除草、献花については現行のとおりとしますが、年

１回の合同供養については、他市の事例も踏まえて、どのような方法で実施できるか

を検討します。

教育民生委員協議会 資料２

令和７年５月 29 日

担当：環境生活部環境課
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（５）その他

・墓石の高さなどの設置基準は、墓所の適正管理のため、現行のとおりとします。

・３年分をまとめて徴収していた管理料については、既存の市営墓地に合わせて毎年

徴収することとします。

４．基金の創設

永代にわたり管理するため前納されている永代管理料については、その費用の財源と

するため、基金を創設します。

５．今後のスケジュール

令和７年９月 市議会に条例議案及び補正予算議案提出

１２月 霊園公社解散

令和８年１月 市営墓所として運用開始

６月 霊園公社清算手続完了
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公民館等集会施設の譲渡等について

１ 要旨

公民館等集会施設の譲渡等について、自治会等との協議が整った施設のう ち譲渡、廃止と

なる 2 施設を用途廃止する。

２ 用途廃止施設名等

公民館（2 施設）

３ 廃止年月日

令和 7 年 8 月 1 日

４ 今後の予定

6 月市議会定例会に関連議案を提出

施設名 建築年月 構造 所在地 区分

伊勢市立高向公民館 S 5 6 .1 RC 伊勢市御薗町高向 2 6 5 8 番地１ 譲渡

伊勢市立上條公民館分館 H7 .3 S 伊勢市御薗町上條 115 3 番地１ 廃止

教育民生委員協議会 資料 3

令和 7 年 5 月 29 日

担当 ： 教育委員会事務局 社会教育課
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〇対象施設の譲渡等進捗状況（※令和７年５月１日現在）

・公民館（12 施設）

・学習等供用施設（２０施設）

施設名称 指定管理者名 進捗状況 備 考

伊勢市立下小俣公民館 下小俣自治会

伊勢市立高畑公民館 高畑自治区 譲渡

伊勢市立新高公民館 新高地区自治会連合会 管理主体変更

伊勢市立高向公民館 高向区 譲渡 R 7 .８用途廃止予定

伊勢市立王中島公民館 王中島区 管理主体変更

伊勢市立新開公民館 御薗町新開区 譲渡

伊勢市立上長屋公民館 上長屋区 管理主体変更

伊勢市立中長屋公民館 中長屋区 管理主体変更

伊勢市立下長屋公民館 下長屋区 管理主体変更

伊勢市立上條公民館 上條区自治会 管理主体変更

伊勢市立小林公民館 小林区 譲渡

伊勢市立上條公民館分館 上條区自治会 廃止 R 7 .８用途廃止予定

施設名称 指定管理者名 進捗状況 備 考

村松町民会館 村松町会 管理主体変更

東豊浜町土路区町民会館 土路区町会

西豊浜町上区町民会館 上区自治会 廃止 R 7 .４用途廃止完了

柏町民会館 柏町会 管理主体変更

船江会館 船江連合会

坂東会館 坂東自治会

有滝町民会館 有滝町会 譲渡

小川町民会館 西豊浜町小川区自治会 管理主体変更

田尻町民会館 田尻町自治会

辻久留台会館 辻久留台自治会

昭和苑会館 昭和苑自治会 譲渡

樫原町民会館 樫原町会自治会

東大淀町民会館 東大淀町会

植山町民会館 植山町自治会 管理主体変更

溝口会館 溝口区 管理主体変更

小俣北部公民館 明野第四自治区

湯田公民館 湯田自治区 管理主体変更

明野公民館 明野第一・第二自治区 譲渡

宮前公民館 宮前自治区

上惣公民館 上惣自治会

参考資料
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伊勢市人口ビジョンについて 

 

 

１．人口ビジョンについて 

　・まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づく地方版総合戦略を策定するための基礎資料。 

 

２．策定経過 

・本市においては、平成 27 年 10 月に策定し、令和２年３月に改訂。 

 

３．策定方法 

　・人口の現状分析（転入・転出、出生・死亡等） 

　・アンケート（市民、転出者、高校生） 

 

４．人口ビジョン概要 

（１）現状 

　【統計データ】 

　　①人口減少の主要因が、社会減から自然減に変化してきている。（自然減の増加傾向） 

　　　特に、20 代人口は、２０００～２０２３年の約２０年で約 42％減少。 

　　②転入・転出は、15 歳～39 歳が大部分を占め、40 歳以降の人口移動は限定的。 

　　　特に、20 歳～24 歳の転出・転出超過が大きくなっている。 

　　③式年遷宮前後の数年間においては、社会増減が抑制される。 

 

【アンケート結果】 

　　①結婚を希望してもかなえられていない人が多い。 

　　②希望する子どもの人数は、経済的な事情により少なく抑えている人が多い。 

　　③転出理由の多くは、仕事に関連するもの。結婚・住宅購入等のライフイベントが続く。 

　　　市内での居住を検討しつつも条件が合わずに転出となっているとの答えもある。（37％） 

 

 

 

 

 産業建設委員協議会資料４－１ 
令和７年５月 28 日 
担当：情報戦略局 企画調整課

教育民生委員協議会資料４－１ 
令和７年５月 29 日 
担当：情報戦略局 企画調整課

総務政策委員協議会資料３－１ 
令和７年５月 30 日 
担当：情報戦略局 企画調整課
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（２）将来推計人口（将来展望） 

　　　　　不確実性を考慮した意思決定の質の向上を図るため、複数のシミュレーションを実施 

　　　　　　　〇社人研推計に準拠した方法による推計・・・C 

　　　　　　　〇合計特殊出生率が 1.80（国が定める希望出生率）に上昇　　　 

　　　　　　　　 前回遷宮時における社会増減の状況が継続的に実現 

　　　　　　　〇合計特殊出生率が 2.1 に改善　　　　　 

　　　　　　　　 社会増減ゼロが実現 

 

 

（３）目指すべき将来の方向性 

・人口減少を穏やかにするための緩和策 

・人口が減少しても社会機能を維持するための適応策 

 

（４）伊勢市地域の未来予測 

①背景・目的 

　　  ・人口推計だけでは、将来の変化や課題が漠然とし、具体的な施策への反映が難しい。 

　　  ・本市における将来的な課題や課題が生じるタイミング、その見通し等を明らかにし、必

要な施策を検討するための基礎資料とする。 

 

②地域の未来予測概要 

　　  ・多様な分野、主体による検討の基礎資料となるよう、８分野 16 指標について算出。 

　　※基準とする将来推計人口については、市全域と中学校区域別で異なる。 

　　　　　市全域：Ｒ5 社人研推計に準拠し、コーホート要因法により推計。 

　　　　　中学校区別：区域別にコーホート変化率法により推計。 

　　 

５．今後の取組 

　・具体的な対策、取組については、総合計画等で検討。

 年 

推計方法

2060 年 2070 年

 Ｒ2.3 ビジョン 新ビジョン Ｒ2.3 ビジョン 新ビジョン

 
Ｃ ６６，２１３人 ７３，９８６人 － ６１，６４５人

 
③ － ８１，０９５人 － ７０，１０４人

 
④

８９，１０９人 

（９０，０００人）
９０,２８６人 － ８４，１１３人

・・・③

・・・④



 

 

 

 

 

伊勢市 人口ビジョン 

令和７年版 

 

 

 

 

 
産業建設委員協議会資料４－２ 
令和７年５月 28 日 
担当：情報戦略局 企画調整課

教育民生委員協議会資料４－２ 
令和７年５月 29 日 
担当：情報戦略局 企画調整課

総務政策委員協議会資料３－２ 
令和７年５月 30 日 
担当：情報戦略局 企画調整課
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第１章　人口ビ ジョ ン改訂について 

1－1　人口ビジョ ンの改訂にあたって 

1-1-1  人口ビジョ ン改訂の背景と 位置付け 

人口減少・ 少子高齢化と 東京圏への人口の一極集中が同時に進行する 中、 それぞれの地域で住

みよ い環境を確保し 、 将来にわたって活力ある 日本社会の維持を目的と し た「 ま ち・ ひと ・ し ご

と 創生長期ビジョ ン（ 以下、「 国の長期ビジョ ン」 と いう 。）」 及び「 ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合

戦略（ 以下、「 国の総合戦略」 と いう 。） が平成 26 年 12 月に閣議決定さ れま し た。  

地方公共団体では、 こ れら の内容を踏ま えつつ、 人口の現状と 将来の展望を提示する 「 地方人

口ビジョ ン」 及び地域の実情に応じ た５ か年の目標や施策の基本的方向、 具体的な施策をま と め

た「 ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略（ 以下、「 地方版総合戦略」 と いう 。）」 の策定が求めら れ、

本市では平成 27 年 10 月に「 伊勢市人口ビジョ ン」（ 以下、「 平成 27 年版」 と いう 。） 及び「 伊勢

市ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略」 を策定し 、 取組を進めてき ま し た。  

その後、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の感染拡大など によ り 社会情勢が大き く 変化する 中、 国に

おいては、「 全国どこ でも 誰も が便利で快適に暮ら せる 社会」 を目指す「 デジタ ル田園都市国家構

想」（ 以下、「 国の構想」 と いう 。） の実現に向け、 デジタ ルの力を活用し つつ、 地域の個性を生か

し ながら 地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・ 深化する こ と と し ていま す。  

国においては、国の構想の実現を図る ため、ま ち・ ひと ・ し ごと 創生法第８ 条第１ 項に規定する

「 国の総合戦略」 と し て「 デジタ ル田園都市国家構想総合戦略」 が令和４ 年 12 月に閣議決定さ れ、

その改訂版が令和５ 年 12 月に閣議決定さ れま し た。  

地方公共団体は、 こ れま でと 同様に、 適時に、 人口動向分析・ 将来人口推計を行い、 地方公共団

体における 人口の現状及び将来の見通し を見直すよ う 努める こ と が求めら れていま す。  

こ れら の内容を踏ま えて今般改訂する 「 伊勢市人口ビジョ ン」 は、「 平成 27 年版」 を最新の統

計データ 等に反映する と と も に、 人口動向分析及び本市の実情に応じ た将来人口推計を改めて実

施し ていま す。 人口の現状及び将来の見通し を見直し た「 伊勢市人口ビジョ ン」 は、 今後、 本市

の基礎資料と する も のです。  

 

 

1-1-2  対象期間 

2070 年ま でを対象期間と し ま す。  
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第２ 章　本市の人口の現状 

本市の人口動向（ 総人口や年齢構成、 自然増減、 社会増減等） を分析する と と も に、 人口の変化

に影響を与える 要因等について整理を行いま す。  

 

2 －1　人口に関する 現状分析 

2 -1-1  総人口・総世帯数 

本市の人口は 1985 年にピーク を迎え、 以降は現在ま で減少が続いていま す。 2020 年はピーク

時から 約 16,000 人下回り 、 1960 年の水準ま で減少し ていま す。  

1973 年、 1993 年、 2013 年には式年遷宮が行われており 、 1975 年、 1995 年、 2015 年の人口は、

それ以前のト レ ンド よ り も 増加、 も し く は減少を抑制する 傾向がみら れま す。  

人口が減少する 一方で、 核家族化の進展や単身世帯の増加などによ り 世帯数は増加傾向が続い

ていま す。  

 

 

図表 1　総人口・総世帯数の推移 

 

出典： 総務省「 国勢調査」  

※合併（ 2005 年 11 月 1 日） 以前については、 旧伊勢市、 二見町、 小俣町、 御薗村の合計数値  
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2 -1-2  年齢 3 区分別人口の推移 

年齢３ 区分別によ る 人口について、 生産年齢人口は 1990 年をピ ーク に減少に転じ ていま す。

2020 年はピーク 時の 30% 近く にあたる 約 26,000 人が減少し ていま す。 年少人口は 1960 年以降、

減少傾向を続けており 、 本市の総人口がピーク と なった 1985 年以降の 35 年間で半減し ていま す。 

老年人口を前期高齢者（ 65 歳～74 歳） と 後期高齢者（ 75 歳以上） で分けてみる と 、 前期高齢

者人口は 2000 年以降に増加傾向が緩やかになっていま す。一方、後期高齢者は増加傾向が続いて

いま す。  

図表 2　年齢３区分別人口の推移 

 

 

図表 3　老年人口の推移 

 

出典： 総務省「 国勢調査」 ※年齢区分別人口には、 年齢不詳が含ま れないため、 合計は総人口と は一致し ない 
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2 -1-3  人口構造（年齢３区分別） 

本市の人口のピ ーク であった 1985 年は生産年齢人口が 67.3％を占めていま し たが、 2020 年に

は 56.1％と なり 、 11.2 ポイ ント 減少し ていま す。  

同一期間の推移をみる と 、 年少人口割合は 20.7％から 9 ポイ ント 減少、 老年人口割合は 12.0％

から 20.2 ポイ ント 増加し ており 、 少子高齢化の傾向が著し く 進行し ている こ と がう かがえま す。 

 

 

図表 4　人口構造（年齢３区分別） 

 

出典： 総務省「 国勢調査」  

29.2% 25.0% 23.8% 24.0% 22.6% 20.7% 17.9% 16.1% 14.8% 13.8% 13.1% 12.5% 11.7%

64.1% 67.7% 67.8% 66.4% 66.5% 67.3% 68.4% 67.2% 64.9% 63.2% 60.8% 58.1% 56.1%

6.7% 7.3% 8.4% 9.6% 10.8% 12.0% 13.7% 16.7% 20.3% 23.0% 26.0% 29.4% 32.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15歳～64歳） 老年人口（65歳以上）



5 

2 -1-4  人口動態（自然増減（出生ー死亡）・社会増減（転入ー転出）） 

本市の人口動態について、 減少傾向が拡大し ており 、 直近の過去６ 年間は毎年 1,000 人を超え

る 減少が続いていま す。 近年の減少要因と し ては、 自然増減によ る 影響が大き く 、 死亡数の増加

と 出生数の減少がいずれも 進行し ている こ と が背景にあり ま す。 社会増減は自然増減と 比べて人

口動態への影響が小さ いも のの、 年によ って変動が大き い傾向がみら れま す。  

 

 

図表 5　人口動態（自然増減・社会増減） 

 

出典：「 三重県統計書」、「 三重県人口・ 世帯の動き （ 月別人口調査結果）」  

※表記年の期間は前年 10 月 1 日～9 月 30 日 
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2 －2 　自然増減の現状分析 

2 -2 -1  自然増減の推移 

自然増減についてみる と 、 2002 年以降は自然減が続いていま す。 年によ る 変動はみら れる も の

の、 減少傾向が徐々に拡大し ていま す。 その内訳をみる と 、 出生数の減少と 死亡数の増加がと も

に進行し ていま す。  

 

 

図表 6　自然増減の推移 

 

出典：「 三重県統計書」、「 三重県人口・ 世帯の動き （ 月別人口調査結果）」  

※表記年の期間は前年 10 月 1 日～9 月 30 日 
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2 -2 -2  男女の年齢階級別（15 歳～4 9 歳）人口の推移 

男女と も に同様の推移を辿っており 、 15 歳～49 歳の減少が続いていま す。 男女と も 25 歳～34

歳の減少率が大き く なっていま す。  

 

 

図表 7　男性の年齢階級別人口の推移 

 
出典：「 三重県の人口動態」、「 三重県人口・ 世帯の動き （ 月別人口調査結果）」  

※各年 10 月 1 日時点 

 

 

 

図表 8　女性の年齢階級別人口の推移 

 
出典：「 三重県の人口動態」、「 三重県人口・ 世帯の動き （ 月別人口調査結果）」  

※各年 10 月 1 日時点 
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2 -2 -3  未婚率の推移 

未婚率は男女と も に上昇し ていま す。 未婚率は男性がよ り 高い傾向があり ま す。  

 

 

図表 9　未婚率の推移（男性） 

 

出典： 総務省「 国勢調査」  

 

 

図表 10　未婚率の推移（女性） 

 

出典： 総務省「 国勢調査」  
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2 -2 -4  結婚に対する 考え方・結婚を選択しない理由 

結婚に対する 考え方について、 本市と 全国を比較する と 、「 いずれ結婚する つも り 」 と 回答し た

割合は、 すべての年齢区分で全国よ り も 低く なっていま す。  

ま た、 結婚を選択し ない理由と し て、「 適当な相手にま だめぐ り 会わないから 」 の割合が最も 高

く 50.1% と なっていま す。  

 

 

図表 11　一生を通じた結婚に対する考え方 

　※「いずれ結婚するつもり」と回答した割合 

 

出典（ 伊勢市）：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アンケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

出典（ 全国）： 国立社会保障・ 人口問題研究所「 第 16 回出生動向基本調査（ 結婚と 出産に関する 全国調査）」

（ 2021 年）  

 

 

図表 12　結婚を選択しない理由（複数回答） 

　※「いずれ結婚するつもり」と回答した人のみ 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

※比率はすべてパーセント で表し 、 小数点以下第２ 位を 四捨五入し て算出し た。 そのため、 単数回答の場合で

あっ ても 、 パーセン ト の合計が 100 になら ないこ と がある 。（ 以降のアン ケート データ も 同様）  
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2 -2 -5  合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は全国や三重県と 同様に 2006 年頃から 上昇し ており 、年によ って変動は

ある も のの、 2010 年以降は全国よ り も やや高い水準を維持し てき ま し た。 し かし 、 近年は低下に

転じ る と と も に、 全国と 三重県の中間を推移し ていま す。  

 

 

 

図表 13　合計特殊出生率の推移 

 

 

出典（ 伊勢市、 三重県）：「 三重県の人口動態」  

 出典（ 全国）： 厚生労働省「 人口動態調査」  
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2 -2 -6  希望する 子ど も の人数 

希望する 子ども の人数・ 現実的な見込みについて聞いたと こ ろ、希望と し ては「 ３ 人」 以上を合

計する と 28.2% 、「 子ども は持たない」 は 18.2% 。現実的な見込みと し ては「 ３ 人」 以上が 20.7% 、

「 子ど も は持たない」 は 22.8% と なっていま す。ま た、希望する 子ども の人数の平均値は 1.90 人、

現実的な見込みの平均値は 1.68 人と なっていま す。  

現実が希望を下回る 理由については、「 子育てや教育にお金がかかる から 」 が 80.6% と 最も 割合

が高く なっていま す。平成 27 年に本市が実施し た調査でも 同様の結果がみら れており 、同じ 状況

が続いている こ と がう かがわれま す。  

 

 

図表 14　希望する子どもの人数・現実的な見込み 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

※本設問の回答者は未婚者を 含む 

 

 

 

図表 15　現実が希望を下回る理由（複数回答） 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

※本設問の回答者は未婚者を 含む 
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2 －3 　社会増減の現状分析 

2 -3 -1  社会増減の推移 

社会増減についてみる と 、 2006 年以降すべての年で転出超過と なっ ていま す。 前回式年遷宮

（ 2013 年） を含む前後の 4 年間については、 こ れま での傾向と 異なり 、 社会増減が抑制さ れてい

ま す。  

 

 

図表 16　社会増減の推移 

 

出典：「 三重県統計書」  

※表記年の期間は前年 10 月 1 日～9 月 30 日 
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2 -3 -2  年齢階級別の社会増減 

年齢階級別の転入・ 転出の状況をみる と 、 男女と も に進学・ 就職のタ イ ミ ングに該当する 「 20

歳～24 歳」 で大幅な転出超過と なっていま す。「 25 歳～29 歳」 においても 転出超過の傾向が続き 、

30 歳代以降は概ね均衡し ま す。  

 

 

図表 17　年齢階級別の社会増減（男性） 

 

出典： 総務省「 住民基本台帳人口移動報告 年報」（ 2023 年）  

※表記年の期間は前年 10 月 1 日～9 月 30 日 

 

 

 

図表 18　年齢階級別の社会増減（女性） 

 

出典： 総務省「 住民基本台帳人口移動報告 年報」（ 2023 年）  

※表記年の期間は前年 10 月 1 日～9 月 30 日 
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2 -3 -3  転入元・転出先の地域 

本市から の転出先と し ては、 松阪市、 津市、 明和町、 玉城町の順になっていま す。 明和町に対し

ては 342 人の転出超過と なっており 、 近隣市町で最も 多く なっていま す。 一方、 本市への転入元

と し ては松阪市、 志摩市、 鳥羽市、 津市の順になっていま すが、 転入超過数でみる と 、 志摩市、 鳥

羽市、 南伊勢町が多く なっていま す。  

愛知県、東京圏、大阪圏については、いずれも 転出超過になっており 、愛知県が最も 多く なって

いま す。  

 

図表 19　転入元・転出先の地域（県内） 

 

出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  

※５ 年前の居住地に対する 変化を も と にし た集計 

 

図表 20　転入元・転出先の地域（県外） 

  

出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  

※５ 年前の居住地に対する 変化を も と にし た集計 

※東京圏（ 東京都、 埼玉県、 千葉県、 神奈川県）、 大阪圏（ 大阪府、 京都府、 兵庫県）  
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2 -3 -4  大学進学時の居住地に関する 希望等 

高校３ 年生に対する アンケート では、進学時の居住地と し て希望する 地域について、「 伊勢市内」

は 18.4％であり 、 愛知県や東京圏等などの県外を合計する と 53.4% と なっていま す。  

進学先の検討にあたっては「 希望する 専攻がある こ と 」 や「 学校の雰囲気」 が重視さ れていま

す。  

 

 

図表 21　大学進学時の居住地に関する希望等 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 高校生）」（ 2024 年）  

 

 

 

 

図表 22　進学先の検討にあたって重視する条件（複数回答） 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 高校生）」（ 2024 年）  
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2 -3 -5  市内での従業状況 

本市に居住する 男性のう ち、 50 歳代以下では 30% ～40% が市外で働いていま す。 女性は男性と

比べて市外で働く 人の割合が低く 、 市内で働く 人の割合が高く なっていま す。 50 歳代以下におい

て、 男性は年代が上がる と 市外で働く 割合が高く なっていま す。 一方、 女性は年代が上がる と 市

外で働く 割合が低く なっていま す。  

図表 23　市内での従業状況 

 

出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  

 

2 -3 -6  就従比（従業者/就業者） 

従業者（ 当該市町を勤務地と し ている 人） と 就業者（ 当該市町に居住する 収入を伴う 仕事をし

ている 人） の割合をみる と 、本市の就従比は周辺市町と 比較し てやや高い水準にあり ま すが、1 を

下回っており 、 市内に働き に来る 人数よ り も 市外へ働き に行く 人数の方が多い状況がう かがわれ

ま す。  

図表 24　就従比（従業者/就業者） 

 

出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  
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2 -3 -7  通勤先の地域 

通勤における 本市から の流出（ 市外に通勤する 人の従業地） をみる と 、 松阪市が 3,847 人で最

も 多く 、 津市と 玉城町が 2,000 人、 明和町と 鳥羽市が 1,000 人を超えていま す。  

一方、 本市への流入（ 本市に通勤する 人の常住地） については、 松阪市が 2,316 人で最も 多く 、

明和町と 玉城町が 1,900 人、 志摩市、 鳥羽市、 度会町、 津市が 1,000 人を超えていま す。  

流出超過と なっている のは、 松阪市が 1,531 人で最も 多く 、 津市の 1,289 人と 続いていま す。  

流入超過と なっている のは、 志摩市が 976 人で最も 多く 、 度会町の 744 人と 続いていま す。  

 

 

図表 25　通勤先の地域 

 

出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  
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2 -3 -8  産業別就業者構成比 

本市の産業別就業者の割合について、 男女によ り 違いがみら れま す。 男性は女性と 比較し て第

2 次産業（「 鉱業・ 建設業」 と 製造業） の割合が 15.9 ポイ ント 多く なっていま す。一方、女性は「 卸

売業、 小売業」 の割合が 19.3％、「 医療、 福祉」 が 22.3％であり 、 男性の割合を上回っていま す。 

全国や三重県、 近隣市と 比較する と 、 特に男性では鳥羽市や志摩市よ り 製造業の割合が高いで

すが、 松阪市や三重県よ り は低く なっていま す。 ま た、 男女と も に全国、 三重県、 近隣市と 比較

し て「 卸売業、 小売業」 の割合が最も 高く なっていま す。  

東京圏や大阪圏などの都市部と 比較する と 、 男女と も に「 その他の第３ 次産業」 の割合が低く

なっていま す。  

 

 

図表 26　産業別就業者構成比 

 
出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  

※東京圏（ 東京都、 埼玉県、 千葉県、 神奈川県）、 大阪圏（ 大阪府、 京都府、 兵庫県）  
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2 -3 -9  職業別就業者構成比 

本市の職業別就業者の割合について、 産業と 同様に男女によ り 違いがみら れま す。 男性は生産

工程、「 輸送・ 機械運転」、「 建設・ 採掘」、 保安職業の割合が女性を上回っており 、 と り わけ「 輸

送・ 機械運転」、「 建設・ 採掘」、 保安職業に就く 女性は極めて少なく 、 男性固有の職業になってい

ま す。 一方、 女性は事務、 サービス 職業、「 専門的・ 技術的職業」 の割合が男性を大き く 上回り 、

こ の３ つの職業のみで 54% を占めていま す。  

近隣市と 比較する と 、 男性では鳥羽市や志摩市よ り 生産工程の割合が高いですが、 松阪市や三

重県よ り も 低く なっていま す。 ま た、 男女と も に鳥羽市や志摩市と 比較し て、 サービス 職業の割

合が低く なっていま す。  

東京圏や大阪圏などの都市部と 比較する と 、 男女と も に生産工程の割合が高く 、 特に女性では

事務の割合が低く なっていま す。  

 

図表 27　職業別就業者構成比 

 
出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  

※東京圏（ 東京都、 埼玉県、 千葉県、 神奈川県）、 大阪圏（ 大阪府、 京都府、 兵庫県）  
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2 -3 -10  転出理由 

転出理由について、 男性では「 転勤のため」、「 就職や転職のため」 の順で、 女性では「 結婚、 同

棲、 妊娠・ 出産のため」、「 就職や転職のため」 の順で割合が高く なっていま す。「 結婚、 同棲、 妊

娠・ 出産のため」 は 30 歳代で割合が高く なっていま す。  

 

 

図表 28　転出理由   

 
出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 転出者）」（ 2024 年）  

 

 

回答者数
進学や転学
のため

就職や転職
のため

転勤のため
定年退職の
ため

結婚、同
棲、妊娠・出
産のため

離婚、別居
のため

204 6.4% 29.4% 27.0% 0.5% 18.1% 4.9%

男性 113 6.2% 33.6% 38.1% 0.9% 6.2% 3.5%

女性 88 6.8% 22.7% 13.6% 0.0% 34.1% 5.7%

回答しない 3 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

29歳以下 91 11.0% 49.5% 18.7% 0.0% 13.2% 2.2%

30歳代 47 2.1% 19.1% 23.4% 0.0% 38.3% 4.3%

40歳代 28 0.0% 10.7% 57.1% 0.0% 21.4% 3.6%

50歳代 25 8.0% 8.0% 44.0% 0.0% 4.0% 12.0%

60歳以上 13 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 0.0% 15.4%
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回答しない 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

29歳以下 91 3.3% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1%

30歳代 47 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%
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2 -3 -11  居住地と して近隣市町を 選んだ理由 

居住地と し て近隣市町を選んだ理由は、「 土地・ 住宅・ 家賃が安かったから 」 と 「 通勤・ 通学に

便利だから 」 の割合が高く なっていま す。  

ま た、 近隣市町に転出し た人のう ち 36.9% は「 伊勢市内でも 住宅を探し た」 と 回答し ていま す。 

 

図表 29　他市町の住宅を選択した理由（複数回答） 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 転出者）」（ 2024 年）  

※転出先が、 津市、 松阪市、 多気町、 明和町、 大台町、 鳥羽市、 志摩市、 玉城町、 度会町、 大紀町、 南伊勢町 

の人のみ回答 

 

 

 

図表 30　伊勢市内でも住宅を探したか 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 転出者）」（ 2024 年）  

※転出先が、 津市、 松阪市、 多気町、 明和町、 大台町、 鳥羽市、 志摩市、 玉城町、 度会町、 大紀町、 南伊勢町 

の人のみ回答 
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2 -3 -12  職業選択上の地理的制約 

希望する 仕事を選択する う えで、 伊勢市に住むこ と が「 制約になった」 と 回答し た人は 33.9%

と なっていま す。男女別でみる と 、女性では男性と 比べて「 制約になった」 と 回答し た割合が 15.2

ポイ ント 高く なっていま す。  

 

 

図表 31　希望する仕事を選択するうえで、伊勢市に住むことが制約になったか 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

 

 

2 -3 -13  就職したい企業の有無 

高校３ 年生に対する アンケート では、 将来就職し たい企業が伊勢市内に「 ある 」 と 回答し た人

は 29.3% と なっており 、「 ない」 や「 伊勢市内の企業を知ら ない」 と 回答し た割合が 70.7％と なっ

ていま す。  

 

 

図表 32　就職したいと思う企業が伊勢市内にあるか 

  

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 高校生）」（ 2024 年）

回答者数 制約になった
制約にはならな

かった
218 33.9% 66.1%

男性 78 24.4% 75.6%

女性 134 39.6% 60.4%
回答しない 6 33.3% 66.7%

20歳～24歳 30 36.7% 63.3%
25歳～29歳 56 42.9% 57.1%

30歳～34歳 52 32.7% 67.3%

35歳～39歳 80 27.5% 72.5%

全体

性別

年代

29.3 33.9 36.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=685)

ある ない 伊勢市内の企業を知らない
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2 -3 -14  住宅の種類別割合 

本市の一般世帯が居住する 住宅について、 73.9% は持ち家であり 、 民営の借家は 20.4% と なっ

ていま す。 全国と 比較する と 、 持ち家の割合が高く 、 民営の借家の割合は低いですが、 三重県と

は同等の割合と なっていま す。 近隣市と 比較する と 、 松阪市と 構成が近似し ていま すが、 鳥羽市

や志摩市に比べて民営の借家の割合が高く なっていま す。 近隣の町の多く は民営の借家の割合が

5％を下回っていま すが、 本市に隣接する 玉城町や明和町ではやや高く なっていま す。  

 

 

図表 33　住宅の種類別割合

 

出典： 総務省「 国勢調査」（ 2020 年）  

73.9 

60.6 

70.8 

77.2 

85.4 

71.4 

83.5 

93.1 

92.7 

93.3 

86.6 

87.4 

86.4 

1.5 

4.8 

2.0 

4.5 

2.0 

2.3 

1.4 

0.9 

1.4 

2.1 

0.1 

1.0 

0.2 

20.4 

29.3 

21.1 

7.1 

8.8 

22.4 

10.7 

3.9 

2.6 

1.7 

4.5 

9.3 

8.4 

1.9 

2.8 

2.9 

3.9 

1.6 

2.1 

0.9 

0.5 

1.2 

1.3 

1.4 

0.4 

1.4 

2.3 

2.6 

3.2 

7.3 

2.1 

1.8 

3.4 

1.6 

2.1 

1.6 

7.4 

1.9 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

伊勢市

全国
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2 -3 -15  転入理由 

転入理由と し ては、「 自分の仕事の都合（ 就職・ 転職）」、「 結婚・ 出産・ 子育てのため」 の順で割

合が高く なっていま す。 男女別でみる と 、 男性では女性に比べて「 自分の仕事の都合（ 就職・ 転

職）」、「 自分の仕事の都合（ 転勤）」、「 生活環境を良く する ため」 の割合が高く 、 女性では男性に

比べて「 結婚・ 出産・ 子育てのため」、「 配偶者の仕事の都合（ 就職・ 転職）」 の割合が高く なって

いま す。 ま た、 U タ ーンでは「 自分の仕事の都合（ 就職・ 転職）」、 I タ ーン（ 県内） では「 結婚・

出産・ 子育てのため」 の割合が最も 高く なっていま す。  

 

 

図表 34　伊勢市に転入した理由（複数回答）

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）

回答者数

自分の仕事の

都合（就職・転
職）

自分の仕事の

都合（転勤）

親の仕事の都

合

配偶者の仕事

の都合（就職・
転職）

配偶者の仕事

の都合（転勤）

自分の学校の

都合（進学・転
学など）

669 39.0% 7.8% 8.1% 8.4% 2.4% 6.6%

男性 278 50.0% 12.2% 9.0% 3.2% 0.4% 8.3%

女性 383 31.1% 4.7% 7.6% 12.3% 3.9% 5.5%

回答しない 8 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳～24歳 70 34.3% 2.9% 15.7% 2.9% 0.0% 21.4%

25歳～29歳 129 51.2% 6.2% 12.4% 6.2% 0.8% 7.0%

30歳～34歳 192 36.5% 9.4% 4.7% 7.3% 2.6% 5.7%

35歳～39歳 278 36.3% 8.6% 6.5% 11.5% 3.6% 3.2%

Uターン 293 47.4% 6.5% 7.5% 3.4% 1.0% 10.2%

Iターン（県内） 215 35.8% 5.1% 8.4% 12.1% 2.3% 2.3%

Iターン（県外） 161 28.0% 13.7% 8.7% 12.4% 5.0% 5.6%

回答者数
子どもの学校
の都合（進学・
転学など）

結婚・出産・子

育てのため

住居を購入する

ため

家族・親族の介

護のため

生活環境を良く

するため
その他

669 1.5% 25.6% 9.4% 2.8% 9.1% 7.6%

男性 278 1.1% 15.5% 6.1% 2.9% 12.6% 6.5%

女性 383 1.8% 32.9% 11.5% 2.9% 6.5% 8.6%

回答しない 8 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0%

20歳～24歳 70 1.4% 7.1% 5.7% 2.9% 8.6% 15.7%

25歳～29歳 129 0.8% 17.1% 5.4% 1.6% 11.6% 7.8%

30歳～34歳 192 1.0% 29.7% 8.9% 3.6% 11.5% 3.6%

35歳～39歳 278 2.2% 31.3% 12.6% 2.9% 6.5% 8.3%

Uターン 293 1.7% 14.0% 8.9% 3.4% 10.2% 11.3%

Iターン（県内） 215 1.4% 39.5% 12.1% 2.3% 10.2% 5.1%

Iターン（県外） 161 1.2% 28.0% 6.8% 2.5% 5.6% 4.3%

居住経緯

居住経緯

全体

性別

年代

全体

性別

年代
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2 -3 -16  伊勢市での生活の魅力 

伊勢市での生活の魅力は、 性別や年代に関わら ず「 自然が豊か」 や「 文化・ 伝統・ 歴史がある 」

の割合が高く なっていま す。  

居住経緯別でみても 概ね同様の傾向と なっていま すが、 I タ ーン（ 県内） では「 子育て環境が良

い」 の割合がやや高く なっていま す。 ま た、「 文化・ 伝統・ 歴史がある 」 の割合は、 転出なし や I

タ ーン（ 県内） よ り も 「 U タ ーンや I タ ーン（ 県外）」 の割合が高く なっていま す。  

 

 

図表 35　伊勢市での生活の魅力（複数回答） 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）

回答者数
市内の公共
交通が充実
している

市外へのア
クセスが良
い

市内から通
学可能な高
校が多い

市内から通
勤可能な圏
域に働く場
が多い

子育て環境
が良い

習い事・教
育環境が良
い

災害の心配
が少ない

治安が良
い・事故の
心配がない

医療・福祉
サービスが
充実してい
る

公共施設が
充実してい
る

1058 7.2% 13.0% 14.0% 6.0% 13.3% 3.5% 10.1% 30.9% 11.8% 5.3%

男性 434 8.8% 12.4% 14.3% 6.2% 11.5% 3.5% 12.7% 32.9% 13.1% 5.8%

女性 606 6.1% 13.7% 14.2% 5.9% 14.9% 3.6% 8.6% 29.9% 11.2% 5.1%

回答しない 18 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%

20歳～24歳 163 11.7% 10.4% 17.2% 4.3% 9.8% 3.7% 12.3% 27.0% 10.4% 4.3%

25歳～29歳 214 6.1% 12.6% 13.1% 7.0% 7.0% 1.4% 9.3% 29.4% 10.3% 4.2%

30歳～34歳 277 6.5% 12.3% 12.3% 5.1% 16.6% 2.5% 7.2% 38.6% 11.6% 5.8%

35歳～39歳 404 6.4% 14.9% 14.4% 6.7% 15.8% 5.2% 11.6% 28.0% 13.4% 5.9%

転出なし 389 7.7% 14.7% 14.1% 4.6% 8.2% 2.1% 10.8% 35.0% 9.0% 3.6%

Uターン 293 5.8% 10.2% 18.4% 8.2% 12.6% 4.1% 13.0% 34.1% 11.3% 6.1%

Iターン（県内） 215 10.7% 14.9% 13.5% 7.4% 20.9% 6.5% 7.9% 24.7% 15.8% 6.0%

Iターン（県外） 161 3.7% 11.8% 6.2% 3.1% 16.8% 1.9% 6.2% 23.6% 14.3% 6.8%

回答者数 自然が豊か
まちに活気
がある

買い物に便
利

ご近所づき
あいが心地
よい

親しい友人・
知人が近く
にいる

文化・伝統・
歴史がある

物価・家賃
が安い

素敵な店が
多い・好きな
店がある

その他 特にない

1058 43.6% 3.9% 16.4% 7.9% 28.3% 45.7% 11.0% 10.4% 1.5% 8.1%

男性 434 42.2% 4.6% 15.2% 7.4% 22.8% 49.3% 12.7% 8.8% 1.4% 8.5%

女性 606 44.7% 3.5% 17.2% 8.4% 32.3% 43.6% 9.7% 11.6% 1.5% 7.6%

回答しない 18 38.9% 0.0% 22.2% 5.6% 22.2% 27.8% 11.1% 11.1% 5.6% 16.7%

20歳～24歳 163 52.1% 5.5% 12.3% 7.4% 38.0% 48.5% 8.6% 12.3% 1.8% 2.5%

25歳～29歳 214 36.0% 4.2% 15.4% 6.1% 27.1% 45.3% 12.1% 11.7% 0.5% 10.3%

30歳～34歳 277 43.7% 3.6% 17.0% 7.2% 25.3% 46.9% 13.7% 10.8% 1.8% 9.4%

35歳～39歳 404 44.1% 3.2% 18.3% 9.7% 27.0% 43.8% 9.4% 8.7% 1.7% 8.4%

転出なし 389 42.2% 4.1% 15.2% 9.8% 36.8% 40.9% 8.7% 9.3% 1.5% 8.2%

Uターン 293 47.8% 3.4% 14.7% 6.1% 33.4% 50.2% 11.9% 12.6% 1.7% 6.5%

Iターン（県内） 215 35.8% 4.2% 20.9% 6.5% 19.5% 42.8% 10.2% 10.2% 0.9% 8.8%

Iターン（県外） 161 49.7% 3.7% 16.8% 8.7% 9.9% 52.8% 15.5% 9.3% 1.9% 9.9%

居住経緯

全体

性別

全体

性別

年代

年代

居住経緯
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2 -3 -17  愛着・誇り  

伊勢市に対する 愛着と 誇り を 0 点～10 点で聞いたと こ ろ、 ８ 点以上の割合は愛着では 56.3% 、

誇り では 50.9% と なり 、 と も に半数を超えていま す。  

居住経緯別にみる と 、 こ れま で本市から 転出し ていない人や U タ ーンし た人は、 愛着と 誇り と

も に８ 点以上の割合が高く なっていま す。  

 

 

図表 36　伊勢市に対する愛着（10 点満点） 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

 

 

 

図表 37　伊勢市に対する誇り（10 点満点） 

 

出典：「 伊勢市人口ビ ジョ ン 及び地域の未来予測策定にかかる アン ケート 調査（ 市民）」（ 2024 年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 8点以上 5～7点 4点以下

1058 56.3% 34.4% 9.3%

男性 434 57.1% 31.3% 11.5%
女性 606 56.3% 36.6% 7.1%

回答しない 18 38.9% 33.3% 27.8%
20歳～24歳 163 60.7% 30.1% 9.2%

25歳～29歳 214 55.1% 37.9% 7.0%

30歳～34歳 277 54.5% 36.1% 9.4%

35歳～39歳 404 56.4% 33.2% 10.4%

転出なし 389 63.2% 28.5% 8.2%
Uターン 293 65.5% 29.7% 4.8%

Iターン（県内） 215 42.8% 48.4% 8.8%

Iターン（県外） 161 41.0% 38.5% 20.5%

全体

性別

年代

居住経緯

回答者数 8点以上 5～7点 4点以下
1058 50.9% 36.0% 13.1%

男性 434 50.0% 33.6% 16.4%
女性 606 51.7% 38.1% 10.2%
回答しない 18 44.4% 22.2% 33.3%
20歳～24歳 163 57.7% 30.1% 12.3%
25歳～29歳 214 54.2% 35.5% 10.3%
30歳～34歳 277 49.1% 36.8% 14.1%

35歳～39歳 404 47.5% 38.1% 14.4%
転出なし 389 55.3% 31.6% 13.1%

Uターン 293 58.4% 32.8% 8.9%
Iターン（県内） 215 42.3% 47.9% 9.8%
Iターン（県外） 161 37.9% 36.6% 25.5%

全体

性別

年代

居住経緯
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２－４　人口減少にいたる 要因 

2 -4 -1  自然増減に関する 要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 要因 本市のこれまでの状況
 ①高齢者の人数 ・ 後期高齢者は増加傾向が続いている 。（ 図表 3）  

・ 死亡数が増加し ている 。（ 図表 6）  

 ②子どもを産む世代
の女性の人数 

・ 15 歳～49 歳の人口減少が続いている 。25 歳～34 歳の女性人口の

減少率が大き く なっている 。（ 図表 8）  

 ③未婚率 ・ 年齢階級別の未婚率は男女と も に上昇し ている 。（ 図表 9,10）  

・ 結婚の意向があっても 実現にいたら ない理由と し ては、「 適当な相

手にま だめぐ り 会わないから 」 が最も 高い割合と なっている 。  

（ 図表 12）  

 ④子どもを持つこと
を選択しない人

・ 現実的な見込みが希望する 子ども の数を下回る 理由と し ては、「 子

育てや教育にお金がかかる から 」 が最も 高い割合と なっている 。

（ 図表 14,15）  
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2 -4 -2  社会増減に関する 要因 

 

 

 

 要因 本市のこれまでの状況
 ①進学時の転出 ・ 進学時の移動が含ま れる 15 歳～19 歳は転出も 多く 、 転出超過と

なっている 。（ 図表 17,18）  

・ 高校３ 年生における 進学時の居住地の希望では、「 伊勢市内」 は

18.4％と なっている 。（ 図表 21）  

 ②就職時の転出 ・ 20 歳～24 歳は、 他の年代と 比べて最も 転出数が多く 、 転出超過

と なっている 。（ 図表 17,18）  

・ 本市の就従比は 1 を下回っており 、 市内に働き に来る 人数よ り も

市外へ働き に行く 人数の方が多い状況と なっている 。（ 図表 24）  

・ 東京圏などの都市部と 比較する と 、 男女と も に「 その他の第３ 次

産業」 の割合が低く 、特に女性では事務の割合が低く なっている 。

（ 図表 26,27）  

・ 転出理由について、 男性では「 転勤のため」、「 就職や転職のため」

の順で、 女性では「 結婚、 同棲、 妊娠・ 出産のため」、「 就職や転

職のため」 の順で割合が高く なっている 。（ 図表 28）  

・ 希望する 仕事を選択する う えで、 女性では男性と 比べて伊勢市に

住むこ と が「 制約になった」 と 回答し た割合が高く なっている 。

（ 図表 31）  

・「 伊勢市内の企業を知ら ない」 と 回答し た高校生の割合が 70.7％

と なっている 。（ 図表 32）  

 ③住宅購入を機とし
た転出 

・ 居住地と し て近隣市町を選んだ理由は、「 土地・ 住宅・ 家賃が安か

ったから 」 と 「 通勤・ 通学に便利だから 」 の割合が高く なってお

り 、 そのう ち 36.9% は「 伊勢市内でも 住宅を探し た」 と 回答し て

いる 。（ 図表 29,30）  

 ④観光等に関連する
転入 

・ 式年遷宮時の人口は、 社会増減が改善する 傾向がみら れる 。  

（ 図表 1,6）  

・ 生活の魅力は、 性別や年代に関わら ず「 自然が豊か」 や「 文化・

伝統・ 歴史がある 」 の割合が高く なっている 。（ 図表 35）  

・ 伊勢市に対する 愛着と 誇り ８ 点以上の割合は愛着では 56.3% 、 誇

り では 50.9% と なり 、 と も に半数を超えている 。（ 図表 36,37）  
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第３ 章　将来人口の推計 

3 －1　将来人口の推計方法 

3 -1-1  推計方法 

本推計ではコ ーホート 要因法を採用し 、 男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口

を算出し ま し た。  

人口推計における コ ーホート と は、 同年に出生し た集団のこ と です。 コ ーホート 要因法と は、

ある 年の男女別コ ーホート ごと の時間変化（ 加齢） に伴う 変化を、「 出生」「 死亡」「 移動（ 転入・

転出）」 と いう 人口の変動要因に分けて、 それぞれの変化の傾向ごと に将来の動向を算出する 方法

です。  

 

図表 38　人口変動要因 

 

 

図表 39　人口推計の手順 

 

 ス テッ プ１ 推計の出発地点と なる 基準人口を定める 。

 ↓

 
ス テッ プ２

男女別・ 年齢５ 歳階級別にｔ 年～ｔ ＋５ 年間の生残率及び純移動率をそれぞれ仮

定する 。

 ↓

 
ス テッ プ３

仮定し た生残率と 純移動率をも と に、 ｔ ＋５ 年における 男女別・ 年齢５ 歳階級別

の人口（ ５ 歳以上） を算出する 。

 ↓

 
ス テッ プ４

ｔ 年の子ど も 女性比（ 20 歳～44 歳の女性人口に対する ０ 歳～４ 歳人口の割合）

を仮定し 、 ｔ 年の 20 歳～44 歳の女性推計人口から ０ 歳～４ 歳人口を計算する 。

 ↓

 
ス テッ プ５

ｔ 年の０ 歳～４ 歳人口をｔ 年の０ 歳～４ 歳性比を用いて、男性と 女性に振り 分け

る 。

 ↓

 
ス テッ プ６

ｔ 年における 男女別・ 年齢５ 歳階級別の人口（ ス テッ プ３ ） と 0 歳～4 歳人口（ ス

テッ プ５ ） の和をと り 、 ｔ 年における 将来推計人口と する 。
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図表 40　人口推計フロー図 

 

 

3 -1-2  利用データ（基準値）及び設定条件 

(1)基準人口 

総務省「 令和２ 年国勢調査 参考表： 不詳補完結果」 によ る 2020（ 令和２ ） 年 10 月１ 日現在

の男女別・ 年齢５ 歳階級別人口を基準人口と し ま し た。  

 

(2)基本データ 

コ ーホート 要因法によ る 人口推計を行う う えで、 a.生残率、 b.純移動率、 c.子ども 女性比が必要

になり ま す。 人口推計を行う 2020 年から 2025 年の値について、 それぞれ以下のよ う に算出し ま

し た。  

ａ ． 生残率 

基準年における 生残率は、「 三重県衛生統計年報 人口動態統計」 における 、2015 年～2020 年

の本市の男女別・ 年齢５ 歳階級別「 死亡数」 をも と に、 2015 年の各年齢階級人口が５ 年後に死

亡する 割合（ 死亡率） を算出し 、 1 から 差し 引いたも のを生残率 a と し ま し た。  

なお、 国勢調査によ る 年齢５ 歳階級別人口では５ 歳刻み人口が 95 歳～99 歳ま でが示さ れて

いる のに対し 、「 三重県衛生統計年報 人口動態統計」 の５ 歳刻み死亡数は 85 歳～89 歳ま でし

かあり ま せん。 そのため、 算出し た５ 歳刻み生残率は 80 歳～85 歳が 85 歳～89 歳になる ま で

と し ま し た（ 算出し たのは 85 歳以上が 90 歳以上になる ま で）。  

ｂ ． 純移動率 

2020 年の（ X～X＋４ ） 歳の基準人口（ Y） に生残率 a を乗じ て 5 年後の（ X＋5～X＋９ ） 歳

の人口（ Ya） を算出。 5 年後の（ X＋5～X＋９ ） 歳の人口（ Z） と の差を移動数（ Ya-Z） と 仮定

し 、 2020 年の（ X～X＋４ ） 歳の基準人口（ Y） で除し た値を純移動率ｂ (= （ Ya-Z） / Y） と し

ま し た。  

上記の生残率の結果を も と に算出する ため、 ５ 歳刻み純移動率についても 、 80 歳～85 歳が

85 歳～89 歳になる ま でと し ま し た（ 算出し たのは 85 歳以上が 90 歳以上になる ま で）。  

一般的に純移動率は、 推計の基準年から 遡った最新の５ 年間の算出値を用いま す。  
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し かし 、 東海地方の人口動態をみる と 、 2020 年以降のコ ロ ナ禍によ る 影響など年によ る 変動

が大き いこ と が確認さ れま し た。  

そのため、 純移動率の設定によ って人口推計結果が大き く 変動する 可能性がある こ と から 、

以下の３ つの純移動率を算出し 、 ３ ケース によ る 推計を行いま し た。  

図表 41　純移動率の仮説設定にもとづく推計パターン 

ｃ ． 子ども 女性比 

2020 年の０ 歳～４ 歳の人口（ 男女計） を同年の 20 歳～44 歳女性人口で除し た値です。 本推

計では合計特殊出生率を使用し て出生数を算出する のではなく 、 男女別の０ 歳～４ 歳人口の推

計を行っていま す。  

なお、 国立社会保障・ 人口問題研究所「 日本の地域別将来推計人口（ 平成 30 年推計）」（ 前回

推計） において、 女性人口を 15 歳～49 歳と し ていま し たが、 令和 5 年推計において、 女性人

口を 20 歳～44 歳に変更し ている こ と から 、 本推計においても こ れを採用し ていま す。  

 

(3)将来推計の設定条件 

ａ ． 将来の生残率 

2025～2030 年以降は「 日本の地域別将来推計人口（ 令和５ （ 2023） 年推計）」 に示さ れた本

市の将来の生残率を採用し ま し た。  

ｂ ． 将来の純移動率 

2020～2025 年の純移動率は基準年における ３ ケース の推計値で固定し ま し た。  

2025 年～2030 年以降は、（ 2020＋5ｔ ） 年の純移動率に「 日本の地域別将来推計人口（ 令和

５ （ 2023） 年推計）」 に示さ れた本市の純移動率の差を加算し ま し た。  

ｃ ． 将来の子ども 女性比 

2020～2025 年の子ども 女性比は、 2015 年から 2020 年ま でのト レ ンド から 設定し ま し た。  

2025～2030 年以降は、（ 2020＋5ｔ ） 年の子供女性比に「 日本の地域別将来推計人口（ 令和

５ （ 2023） 年推計）」 に示さ れた本市の子ども 女性比の差を加算し ま し た。  

ｄ ． 将来の０ 歳～４ 歳の性比 

2025 年の０ 歳～４ 歳の性比は、 2015 年及び 2020 年の平均値で設定し ま し た。  

2030 年以降は、（ 2020＋5ｔ ） 年の性比に「 日本の地域別将来推計人口（ 令和５ （ 2023） 年推

計）」 に示さ れた本市の 0 歳～4 歳の性比の差を加算し ま し た。  

 

(4)その他（2050 年以降の推計） 

「 日本の地域別将来推計人口（ 令和５ （ 2023） 年推計）」 は推計期間が 2050 年ま でである ため、

設定条件と する 仮定値が掲載さ れていま せん。 そのため、 2050～2070 年ま での推計は、 各仮定値

の 2050 年ま での５ 年間の平均変化率を勘案し て設定し ま し た。  

 内容

 推計方法Ａ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5年推計）」の推計結果

 推計方法Ｂ 2015（平成 27）年～2020（令和２）年の純移動率を採用したもの

 推計方法Ｃ 2010（平成 22）年～2020（令和２）年の純移動率を採用したもの
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3 －2 　将来人口の推計結果 

3 -2 -1  推計結果 

本市における 直近の人口（ 2025 年 2 月末・ 住民基本台帳） は 118,500 人です。2020 年から 2024

年ま での変化が今後継続する と 仮定する と 、 推計方法Ｃ が最も 近く なり ま す。  

 

 

図表 42　人口推計結果 

 

 

 

※国立社会保障・ 人口問題研究所：「 日本の地域別将来推計人口（ 令和５ （ 2023） 年推計）」 の推計結果 

（ 参考） 2025 年 2 月末の住民基本台帳人口は 118,500 人 

 

 年 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

 推計方法Ａ 127,817 122,765 117,152 110,846 104,428 97,992 91,599 85,241 78,759 72,171 65,712 59,596

 推計方法Ｂ 127,817 122,765 116,716 109,897 102,839 95,667 88,556 81,589 74,924 68,059 61,229 54,710

 推計方法Ｃ 127,817 122,765 117,442 111,390 105,170 98,849 92,540 86,297 80,270 73,986 67,687 61,645

推計方法
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3 -2 -2  年齢４区分人口の推計結果　（推計方法Ｃ） 

「 15 歳～64 歳」（ 生産年齢人口） は減少を続け、 2035 年には 2020 年から 約 14,000 人減少し 、

55,009 人と なる 見込みです。 同期間において「 0 歳～14 歳」（ 年少人口） は約 3,400 人減少し 、

10,837 人と なる 見込みです。  

「 65 歳～74 歳」（ 前期高齢者人口） は、 緩やかに減少し ま すが、 団塊ジュ ニア世代が 65 歳以上

（ 高齢者） に移行する 2035 年から 2040 年にかけて一時的に増加し ま す。「 75 歳以上」（ 後期高齢

者人口） は、 2030 年ま で増加し 、 その後、 団塊ジュ ニア世代が後期高齢者に移行する 2045 年か

ら 2050 年にかけて再び増加し ま す。  

 

 

図表 43　年齢４区分人口推計結果（推計方法Ｃ） 

 

  

 

※年齢不詳分を 按分し ている ため、 四捨五入の関係で前頁の総人口と は一致し ない場合があり ま す 

 

 

 年 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

 0 歳～14 歳 15,945 14,364 12,966 11,731 10,837 10,044 9,284 8,481 7,721 6,999 6,398 5,862

 15 歳～64 歳 74,288 68,865 64,861 60,162 55,009 49,067 44,538 40,709 37,301 34,445 31,555 28,770

 65 歳～74 歳 18,363 18,163 15,923 15,378 15,618 16,235 15,249 12,928 11,525 10,205 9,312 8,874

 75 歳以上 19,221 21,373 23,692 24,119 23,706 23,503 23,469 24,179 23,723 22,337 20,422 18,139

 計 127,817 122,765 117,442 111,390 105,170 98,849 92,540 86,297 80,270 73,986 67,687 61,645

年齢区分
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3 -2 -3  将来展望 

(１)基本的な考え方 

「 3-2-1 推計結果」 において、 本市の将来人口の見通し について推計を行いま し たが、 こ こ で

は人口動態に影響を与える 要素である 合計特殊出生率の上昇や純移動率の改善によ る 将来人口の

シミ ュ レーショ ンを行い、 人口減少の抑制効果を確認し ま す。  

 

 

①合計特殊出生率の上昇 

国の希望出生率である 1.8（ 国の長期ビジョ ン」） と し てシミ ュ レ ーショ ンし ま し た。  

なお、 本市の人口推計の基準年（ 2020 年） における 合計特殊出生率は 1.405 であり 、 約 0.4 の

上昇を見込んだも のと なり ま す。  

2025 年から 定率で上昇し て 2050 年に 1.8 に達する よ う に設定し 、 2050 年以降は 1.8 を継続す

る こ と と し ま し た。  

  

②純移動率の転出超過の改善 

男女別・ 年齢階級別の純移動率については、 地域の活性化、 郷土への関心が高ま っていたと 考

えら れる 前回式年遷宮（ 2013 年） における 社会減の改善傾向（ 318 人/年） が、 継続する も のと し

てシミ ュ レ ーショ ンし ま し た。  

次回式年遷宮（ 2033 年） 時に 318 人の社会減の改善が図ら れ、 2034 年以降は、 その状況が継

続する こ と と し ま し た。  

 

③合計特殊出生率の上昇及び純移動率の転出超過の改善 

 上記①及び②が同時になさ れたと し てシミ ュ レ ーショ ンし ま し た。  

 

④前回ビジョン推計との比較 

合計特殊出生率が 2040 年に 2.1 を達成し 、 以降 2.1 を維持し 、 ま た、 社会増減が 2060 年ま で

にゼロ の状態を達成し 、 以降も その状態を維持する こ と と し てシミ ュ レ ーショ ンし ま し た。  
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(2)シミュレーション結果 

シミ ュ レ ーショ ン結果は下記のと おり です。  

 

 

図表 44　シミュレーション結果 

 

 

 

 

 年 
推計方法

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

 推計方法（C） 122,765 117,442 111,390 105,170 98,849 92,540 86,297 80,270 73,986 67,687 61,645

 ①出生率上昇 122,765 117,549 111,674 105,701 99,754 93,895 88,217 82,707 76,928 71,140 65,615

 ②純移動率改善 122,765 117,442 111,390 105,664 100,447 95,042 89,498 84,004 78,085 71,990 66,022

 ③出生率上昇・

純移動率改善
122,765 117,549 111,674 106,197 101,355 96,405 91,441 86,491 81,095 75,533 70,104

 ④出生率 2.1・ 
社会増減ゼロ

122,765 118,606 113,533 108,493 104,432 100,481 96,825 93,578 90,286 87,074 84,113

（C）
①
②

③

④
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第４ 章　目指すべき 将来の方向性 

 

人口減少問題に対処する ためには、 大き く 分けて二つのアプロ ーチがあり ま す。  

一つは「 人口減少を穏やかにする ための緩和策」、 も う 一つは「 人口が減少し ても 社会機能を維

持する ための適応策」 です。  

 

人口減少を穏やかにする ための緩和策については、 結婚を望む方が結婚でき る ための支援や、

子ども を産み・ 育てる こ と によ る 負担の軽減策などによ る 出生率の向上対策、 雇用の創出や地元

企業への就職促進の取組などの就労対策や住環境の向上などの定住対策などによ り 、 人口の減少

速度を遅く する こ と を目指す対策です。  

 

人口が減少し ても 社会機能を維持する ための適応策については、 デジタ ル技術の活用等によ る

生産性の向上や、 住民同士の支え合いの強化、 施設の統廃合などの効率化など、 人口が減少し て

も 地域社会や経済が円滑に動く よ う にする ための対策です。  

 

人口減少の影響を最小限に抑え、 持続可能な社会を目指すため、「 人口減少を穏やかにする ため

の緩和策」 と 「 人口が減少し ても 社会機能を維持する ための適応策」 の両方を効果的に実施し て

いく こ と が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊勢市地域の未来予測

 

伊勢市人口ビ ジョ ン別冊

産業建設委員協議会資料４ －３
令和７ 年５ 月28日
担当： 情報戦略局 企画調整課

教育民生委員協議会資料４ －３
令和７ 年５ 月29日
担当： 情報戦略局 企画調整課

総務政策委員協議会資料３ －３  
令和７ 年５ 月30日 
担当： 情報戦略局 企画調整課



• 人口の現状分析及び
将来の見通しを示し
た資料

伊勢市地域の未来予測について

 伊勢市地域の未来予測は、 総務省「 地域の未来予測に関する 検討ワ ーキン ググループ報告書」
（ 令和３ 年３ 月） を 参考に、 本市における 行政需要や経営資源に関する 長期的な推計を 行い、 将来
的な課題や課題が生じ る タ イ ミ ング、 そのボリ ュ ームを 見通し 、 必要な施策を 検討する ための基礎
資料と し ま す。

推計結果の注意点 

本資料に掲載し た各分野の推計結果は、 デジタ ル技術の発展や、 市民の価値観や志向の変化と いっ た社会変化等は、 長期的・ 客観的な
見通し を勘案する こ と が容易ではないため、 今回の推計においては考慮し ていま せん。  

推計結果は本資料の作成を 目的と し て独自に算出し たも のが多く 、 必ずし も 既存の個別計画等で示さ れている 各種推計値と 整合を取る
も のではあり ま せん。  

人口動態分析・
人口推計

• 人口動態の構造分析
• 人口の長期的な見通

し（将来推計）

議論・戦略の検討

• 人口ビジョン及び地
域の未来予測を踏ま
えた、目指す未来像の
議論

• 目指す未来像の実現
に向けた戦略の検討

総合計画・戦略
（各種計画・指針等）

人口ビジョ ン

地域の未来予測

• 人口の変化にともな
う各分野における行
政需要や経営資源に
関する長期的・客観
的な見通しを示した
資料



推計し た分野について

分野 番号 指標 推計期間 単位

人口・ 世帯
1-1 人口 2070年 全市・ 地区別

1-2 世帯数 2050年 全市

経済 2 労働力人口 2040年 全市

子育て・ 教育
3-1 ０ ～５ 歳人口・ ３ ～５ 歳人口 2070年 全市・ 地区別

3-2 小学生数・ 中学生数 2070年 全市・ 地区別

医療・ 介護

4-1 医療（ 医療需要指数） 2070年 全市

4-2 医療（ 後期高齢者医療費） 2070年 全市

4-3 介護（ 介護需要指数） 2070年 全市

4-4 介護（ 要支援・ 要介護認定者数） 2050年 全市

4-5 介護（ 介護給付費） 2050年 全市

移動・ 交通
5-1 移動需要（ 目的別： 通学・ 通勤、 買い物、 通院） 2070年 全市

5-2 移動需要（ 交通手段別： バス ・ 鉄道・ タ ク シー・ 自家用車） 2070年 全市

消防・ 防災
6-1 避難行動要支援者数 2050年 全市・ 地区別

6-2 救急搬送人員数 2070年 全市

空間管理 7 新規空き 家発生件数 2050年 全市

施設イ ンフ ラ 8 公共施設等に係る 更新等費用 2054年 全市

・ 本資料の作成にあたっては、 市全域の将来推計人口は「 伊勢市人口ビ ジョ ン（ 令和７ 年版） 」 の推計方法Cを用いていま す 。
・ 「 中学校区別推計」 については 、 国勢調査（ 2010、 2015、 2020） 結果を基にコ ーホート 変化率法によ り 推計し ていま す。
 推計手法が異なる ため、 全市と 中学校区別の合計人数は一致し ま せん。



人口（ 年齢３ 区分別）
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020）

1-1-1

推計結果の概要
総人口は減少し 続ける こ と が見込ま れま す。
生産年齢人口（ 15～64歳） は2070年には、 2020年から 約60％減少する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題

生産年齢人口（ 15～64歳） の減少によ り 、 各種産業に投入さ れる 労働量の減少、 経済活動や
市場規模の縮小が懸念さ れま す。
人口減少によ り 税収が減少し 、 行政サービ ス の見直し によ る 内容・ 量の低下が懸念さ れま す。
行政サービス を継続的に提供でき る よ う 適応策を講じ る 必要があり ま す。
若い世代の減少にと も ない、 婚姻数や出生数が減少し 、 少子化の加速が懸念さ れま す。

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 要因法によ り 、 男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を算出

人

推計
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推計

人口（ 地区別）
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2010、 2015、 2020）

1-1-2

推計結果の概要
小俣中学校区では、 今後も 当該人口が増加する こ と が見込ま れま す。 その他の中学校区では
当該人口の減少が進むこ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
人口減少と それにと も なう 経済・ 産業活動の縮小や、 近隣で生活に必要な商品・ サービ ス を
入手する こ と が困難になる など 、 日常生活へのさ ま ざま な影響への対応が課題と 考えら れま す。

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 変化率法によ り 、 地区毎の男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を 算出
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人口（ 地区別高齢化率①）
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2010、 2015、 2020）

1-1-3

推計結果の概要 全ての中学校区において、 高齢化率の上昇が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
高齢化率の上昇にと も ない、 地域住民のコ ミ ュ ニティ 活動（ ま ちの美化保全や防犯・ 防災上の
安全確保、 共同施設・ 設備の維持管理の分担など ） への参加率の低下や経済的分担が困難と
なる おそれがあり ま す。

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 変化率法によ り 、 地区毎の男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を算出

（ 65歳以上人口÷総人口）
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2020年 2070年



世帯数
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020）  、 国立社会保障・ 人口問題研究所（ 社人研） 「 世帯主の男女・ 年齢5歳階級別・ 家族類型
   別世帯主率（ 三重県） 」

世帯

1-2

推計結果の概要 世帯数は、 2025年をピーク に減少する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
こ れま では人口が減っ ても 世帯数は増加し ていま し たが、 今後は世帯数の減少によ り 世帯の
点在化が進むこ と で、 行政サービス の内容の検討や縮小が課題と 考えら れま す。

推計

推計方法： 全世帯数（ 将来の各世帯類型の世帯主数の和） ＝男女別・ 年齢５ 歳階級別人口×本市の各世帯類型の将来世帯主率(１ )

     (１ )＝本市の各世帯類型の世帯主率（ 国勢調査） ×三重県各世帯類型の世帯主の変化率（ 社人研）
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労働力人口2

推計結果の概要 全てのケース において、 労働力人口は減少し ていく こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
労働力人口が減少する こ と によ り 、 人材不足はさ ら に加速する こ と が予測さ れ、 各業界にお
いて、 経済活動を維持する ために生産性向上の取組が課題と 考えら れま す。

 人

推計方法： 労働力人口＝男女別５ 歳階級別人口×本市の将来労働力率（ ケース ①～③） (１ )
           (１ )＝本市の労働力率（ 国勢調査） ×全国の男女別・ 年齢階級別の将来の労働力率の伸び率（ JILPT）  

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020） 、 独立行政法人労働政策研究・ 研修機構（ JILPT） 「 2023年度版 労働力需給の推計―労働力
   需給モデルによ る シミ ュ レ ーショ ン―」
    

ケース ①
成長実現・労働参加進展 
 各種の経済・雇用政策を講ず
ることにより、成長分野の市場
拡大が進み、経済成長と女性及
び高齢者等の労働市場への参加
が進展する想定。  
ケース ②
成長率ベースライン・労働参加
漸進 
 各種の経済・雇用政策をある
程度講ずることにより、経済成
長と女性及び高齢者等の労働市
場への参加が一定程度進む想定。  
ケース ③
一人あたりゼロ成長・労働参加
現状 
 総人口一人あたりの実質経済
成長率がゼロ（国内経済全体で
はマイナス）となる経済状況で
労働参加が現状から進まない想
定。

推計



0～5歳人口・ 3～5歳人口
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020）

3-1-1

推計結果の概要
0～5歳児数（ 保育利用者数に相当） 、 3～5歳児数（ 幼児教育利用者数に相当） と も に減少す
る こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題 保育需要を適切に見込んだ子育てサービス や施設の運営が必要と 考えら れま す。

人

 （ 男女別・ 年齢５ 歳階級別人口から 、 該当する 年齢の人口を按分）

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 要因法によ り 、 男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を算出
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0～5歳人口・ 3～5歳人口（ 地区別①）
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2010年、 2015年、 2020年）

3-1-2

推計結果の概要
小俣中学校区では、 今後も 当該人口の増加が見込ま れま す。 その他の中学校区では当該人口
の減少が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
当該人口の減少地域においては、 保育需要の低下と と も に、 利用定員を 満たさ ない状態での
施設運営が想定さ れま す。
小俣中学校区においては、 学区内での保育園等の利用調整が課題と 考えら れま す。

         （ 地区別男女別・ 年齢５ 歳階級別人口から 、 該当する 年齢の人口を按分）

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 変化率法によ り 、 地区毎の男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を算出
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0～5歳人口・ 3～5歳人口（ 地区別②）3-1-2

推計
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小学生数・ 中学生数
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020）

3-2-1

人

推計

（ 男女別・ 年齢５ 歳階級別人口から 該当する 年齢の人口を 按分）

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 要因法によ り 、 男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を算出

推計結果の概要 小学生数、 中学生数と も に減少する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
小中学校において小規模校化や余裕教室の発生が想定さ れま す。
需要に応じ た定員変更や施設の適正配置など についての検討が必要と 考えら れま す。
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小学生数・ 中学生数（ 地区別①）
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2010、 2015、 2020）

3-2-2

推計結果の概要
小俣中学校区では、 今後も 当該人口の増加が見込ま れま す。 その他の中学校区では当該人口
の減少が進むこ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
小中学校の児童・ 生徒数の減少によ り 、 教育環境と し て適正な規模を 維持でき ない学校が発
生し てく る こ と が懸念さ れま す。

（ 地区別男女別・ 年齢５ 歳階級別人口から 、 該当する 年齢の人口を按分）

推計方法： 国勢調査結果から コ ーホート 変化率法によ り 、 地区毎の男女別・ 年齢５ 歳階級別人口に基づく ５ 年ごと の人口を算出
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小学生数・ 中学生数（ 地区別②）

 
3-2-2
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医療（ 医療需要指数）
4-1

推計結果の概要 2025年をピーク に、 医療需要は減少に転じ る こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題 医療需要が減少する ため、 かかり つけ医などを担う 医療機関が減少する おそれがあり ま す。

推計

推計方法： 各年の医療需要量＝(0～14歳人口×0.6)＋(15～39歳人口×0.4)＋(40～64歳人口×1.0)＋(65～74歳人口×2.3） ＋（ 75歳以上人口×3.9)

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020） 、 JMAP地域医療情報シス テム（ 日本医師会） 【 日医総研ワ ーキングペーパーNo.323
  「 地域の医療提供体制の現状と 将来-都道府県別・ 二次医療圏別データ 集」 （ 2014年度版） 】  

※2020年＝100と し た場合の需要の変化
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医療（ 後期高齢者医療費）
4-2

推計結果の概要
2020年以降、 団塊の世代が75歳以上と なる ため、 後期高齢者医療費が増加する こ と が見込ま
れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
後期高齢者医療費は、 約5割を 公費で負担し 、 約4割を 現役世代が負担する こ と で支えら れて
おり 、 医療費の高止ま り が続く と 、 現役世代の負担が更に大き く なる こ と が懸念さ れま す。

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020） 、 国民健康保険団体連合会「 国民健康保険、 後期高齢者医療制度、 介護保険のす
がた・ 三重県における 現状」 (速報値)

推計方法： 各年の後期高齢者医療費＝本市の2020年の後期高齢者１ 人あたり 医療費（ 実績） ×後期高齢者（ 75歳以上） 人口

千万円

推計
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介護（ 介護需要指数）
4-3

推計結果の概要 介護需要は、 2050年ま で微増・ 微減を繰り 返し 、 それ以降、 減少する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
高齢者人口の増加によ る 介護需要の増加が見込ま れる 一方で、 生産年齢人口が減少する ため、
介護人材が足り なく なる おそれがあり ま す。
介護予防、 健康寿命の延伸に向けた取組の強化が課題と 考えら れま す。

推計

推計方法： 各年の介護需要量＝(40～64歳人口×1.0)＋(65～74歳×9.7)＋(75歳以上人口×87.3)

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020） 、 JMAP地域医療情報シス テム（ 日本医師会） 【 日医総研ワ ーキングペーパーNo.323
  「 地域の医療提供体制の現状と 将来-都道府県別・ 二次医療圏別データ 集」 （ 2014年度版） 】  

※2020年＝100と し た場合の需要の変化
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介護（ 要支援・ 要介護認定者数）
4-4

推計結果の概要
要介護認定者数は今後増加し 、 2035年にピーク を 迎え、 その後減少が始ま り 、 2050年には
2020年と 概ね同じ 水準に戻る こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
介護が必要と なる 高齢者が増加し ている 一方、 若年層を 含めた人口の減少が見込ま れる こ と
から 、 介護の担い手不足が懸念さ れま す。
介護予防、 健康寿命の延伸に向けた取組の強化が課題と 考えら れま す。

人

出典： 「 伊勢市第10次老人福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画」  

推計

※ 住民基本台帳人口を基に推計

1,197 1,250 1,496 1,554 1,573 1,478 1,405 1,387 

994 1,038 
1,027 1,065 1,078 1,038 984 958

1,469 
1,878 

2,013 2,100 2,145 2,102 1,978 1,905

1,233 
1,152 

1,203 1,248 1,259 1,247
1,180 1,129

879 
848 

942
972 999 983

923 884
933 

1,094 

1,220
1,263 1,292 1,283

1,203
1,152

746 

815 

917
953 969 960

902
8657,451 

8,075 

8,818 
9,155 9,315 9,091 

8,575 
8,280 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

11,000 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１



介護（ 介護給付費）
4-5

推計結果の概要 介護給付費は2035年頃にピーク を迎え、 以降は減少に転じ る こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
介護給付費の高止ま り が続く 一方、 現役世代の人口減少が見込ま れる こ と から 、 負担が大き
く なる こ と が懸念さ れま す。
介護予防、 健康寿命の延伸に向けた取組の強化が課題と 考えら れま す。

推計

百万円

出典： 「 伊勢市第10次老人福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画」  
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移動需要（ 目的別： 通学・ 通勤、 買い物、 通院）5-1

推計結果の概要 人口減少にと も ない、 移動需要は減少する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
通勤・ 通学の中心である 朝・ 夕等、 目的別移動需要の変化によ り 、 時間帯交通量への影響が
見込ま れま す。

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020） 、 「 伊勢市地域公共交通に関する 市民アンケート 調査」 （ H30）

推計

推計方法： 目的別移動需要＝年齢区分別人口×年齢区分別の週１ 回以上の目的別の外出頻度(１ )

     (１ )＝「 伊勢市地域公共交通に関する 市民アンケート 調査」 （ H30） 結果をも と に各外出頻度を 算出

※2020年＝100と し た場合の需要の変化
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移動需要（ 交通手段別:バス ・ 鉄道・ タ ク シー・ 自家用車）5-2

推計結果の概要
2025年にバス 、 タ ク シー需要は増加する も のの、 2030年以降は市民の利用者需要が減少する
こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題

利用者需要の減少にと も ない、 公共交通事業者の運営は厳し さ を 増し ていく こ と が予測さ れ
ま す。 地域の公共交通を 維持する ため、 需要に応じ た効率的な運行を 前提と し つつ、 市民生
活を支える 観点から 公費投入のあり 方について検討が求めら れま す。
既存の公共交通のみではなく 、 自動運転を はじ めと し た先端技術の導入など 多様な選択肢を
想定し た検討を進める 必要が考えら れま す。

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2015、 2020） 、 「 伊勢市地域公共交通に関する 市民アンケート 調査」 （ H30）  

推計

※2020年＝100と し た場合の需要の変化推計方法： 交通手段別移動需要＝年齢区分別人口×年齢区分別の週１ 回以上の交通手段別の利用頻度(１ )

     (１ )＝「 伊勢市地域公共交通に関する 市民アンケート 調査」 （ H30） 結果をも と に各利用頻度を 算出
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避難行動要支援者数6-1-1

推計結果の概要 高齢者や単身世帯の増加に伴い、 避難行動要支援者数も 増加する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
要支援者の割合が増加する こ と で、 支援者と 要支援者のマッ チン グが困難になる こ と が予測
さ れま す。

推計

推計方法： 避難行動要支援者数＝要介護３ 以上の認定者数（ １ ） ＋要介護３ 以上の認定者以外の者の数（ 2020年） ×75歳以上人口増加率

出典： 「 伊勢市第10次老人福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画」  

人

     (１ )＝「 伊勢市第10次老人福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画」 よ り
        ※住民基本台帳人口を基準と し た推計のため、 国勢調査人口を基準へ再計算
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推計

避難行動要支援者数（ 地区別）6-1-2

推計結果の概要
小俣中学校区で増加する こ と が見込ま れま す。 その他の中学校区では、 人口は減少し ま すが、
避難行動要支援者は著し く は減少し ないこ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
地域での日頃から の見守り や災害時の避難支援、 安否確認を 担う 支援者の不足が想定さ れま
す。 ま た、 避難行動要支援者数の多い地区では、 災害時の避難所の確保等が課題と 考えら れ
ま す。

推計方法： 地区別避難行動要支援者数＝要介護３ 以上の認定者数(１ )＋要介護３ 以上の認定者以外の者の数（ 2020年） ×75歳以上人口増加率

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2010、 2015、 2020） 、 「 伊勢市第10次老人福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画」  

       (１ )= 地区毎の男女別・ 年齢５ 歳階級別人口×全市の出現率（ 2020年）
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救急搬送人員数6-2

推計結果の概要
救急搬送人員数は2030年頃ま で増加し た後、 緩やかな減少が続き 、 2060年には6,000人を下回
る こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
今後の需要を 見越し た救急隊員等の効率的な配置や車両・ 資機材の管理を 行う こ と が必要と
考えら れま す。

推計

人

出典： 伊勢市消防本部「 消防概況」

推計方法： 緊急搬送人員数＝年齢５ 歳階級別人口×年齢５ 歳階級別救急搬送率(１ )
                                     (１ )＝伊勢市消防本部「 消防概況」 よ り 2019年～2023年の実績から 算出
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新規空き 家発生件数7

推計結果の概要
新規空き 家発生件数は、 2026年～2030年は約3,000戸、 2031年～2040年は約4,000戸と なる こ
と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
空き 家が増加する こ と で、 景観、 治安、 衛生環境の悪化が懸念さ れま す。
空き 家の発生予防、 利活用、 流通促進等、 総合的に対策し ていく こ と が必要と 考えら れま す。

推計
戸

推計方法： 2020年国勢調査結果の世帯主の年齢と 世帯の家族類型を も と に、 世帯全員が平均余命を 超えたと き に空き 家になる と 仮定し 、 算出
     ※世帯主の年齢別の世帯数（ 「 夫婦のみの世帯」 、 「 夫婦と 両親から 成る 世帯」 、 「 夫婦と ひと り 親から 成る 世帯」 、 「 単独世帯」 ） を対象

出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2020） 、 厚生労働省「 人口動態調査」 （ 2022年） 、 「 簡易生命表」 （ 2022年）  

※各期間における 、 新規空き 家発生件数
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公共施設等に係る 更新等費用
出典： 総務省「 国勢調査」 （ 2010、 2015、 2020） 、 「 伊勢市公共施設等総合管理計画」

8

推計結果の概要
2015年から の40年間に必要と なる 更新等費用を平均する と 、 2010年～2014年の充当額の平均
を１ 年あたり 約23億円超過する こ と が見込ま れま す。

想定さ れる 変化・ 課題
公共施設等の更新等費用や、 人口減に伴う 施設利用の減少を 考慮し 、 施設の廃止・ 縮小・ 統
合・ 複合化等によ る 計画的な施設管理が必要と 考えら れま す。

※更新等費用については、 複合化や集約化、 類似機能の共用化等の見直し を行う 前のも のを使用。
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2010～2014年平均 充当額 81.6億円 40年間整備額 4,168.5億円 １ 年当たり 整備額 104.2億円


